
Title 北魏尚書省小考 : 録尚書事・尚書令・尚書左右僕射に関
して

Author(s) 長部, 悦弘

Citation 日本東洋文化論集(13): 201-254

Issue Date 2007-03

URL http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/handle/123456789/551

Rights



結
語

第
三
章
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
就
任
概
観

第
二
章
北
魏
尚
書
省
高
官
の
任
官
状
況
の
概
観

第
一
章
北
魏
尚
書
省
の
従
来
の
研
究

序小
論
は
、
北
魏
の
尚
書
省
が
政
治
の
動
向
と
如
何
に
関
わ
る
か
、
考
察
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
予
備
作
業
と
し
て
尚
書
省
高
官
へ

序

目
次

北
魏
尚
書
省
小
考

（
三
）
尚
書
左
右
僕
射

（
二
）
尚
書
令

二
）
録
尚
書
事

録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
に
関
し
て

長
部
悦
弘

－２０１－



の
就
任
者
を
、
整
理
・
分
析
し
よ
う
と
い
う
試
み
の
一
部
で
あ
る
。
高
官
と
は
、
録
尚
書
事
Ｉ
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・
尚
書
で
あ

る
が
、
そ
の
中
、
こ
こ
で
は
、
尚
書
を
除
い
て
、
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

北
魏
の
歴
史
は
、
周
知
の
如
く
、
五
世
紀
後
半
の
孝
文
帝
代
を
境
に
諸
方
面
に
お
い
て
転
回
を
遂
げ
、
お
お
ま
か
に
言
え
ば
孝
文
帝

代
を
分
水
嶺
に
前
期
と
後
期
に
二
分
で
き
る
。
官
僚
機
構
の
中
枢
部
分
に
お
い
て
も
、
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研

究
に
よ
る
と
、
前
期
に
は
鮮
卑
制
と
漢
制
と
が
並
存
し
、
後
期
に
は
漢
制
の
み
に
一
本
化
さ
れ
た
。
前
期
に
存
在
し
て
後
期
に
は
消
滅

し
た
鮮
卑
制
と
は
、
八
部
大
人
・
内
朝
官
で
あ
る
。
前
期
・
後
期
に
一
貫
し
て
存
在
し
続
け
た
漢
制
と
は
、
中
書
省
・
門
下
省
・
尚
書

省
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
尚
書
省
は
、
道
武
帝
代
三
九
六
年
に
設
け
ら
れ
て
以
来
、
北
魏
代
の
ほ
ぼ
全
期
を
通
し
て
国
家
の
中
枢

を
構
成
す
る
官
僚
機
構
の
一
機
関
と
し
て
存
在
し
た
。

従
来
の
研
究
で
は
、
北
魏
政
権
の
中
央
官
僚
機
構
を
構
成
す
る
人
員
に
つ
い
て
は
、
中
書
省
を
除
い
て
、
各
機
関
を
個
別
に
分
け
て

検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
が
統
計
的
手
法
を
用
い
て
、
胡
漢
両
族
の
区
別
と
い
う
出
自
の
観
点
か
ら
、
中
央
官
僚
機
構
の
構

成
人
員
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
年
代
毎
に
整
理
・
分
析
さ
れ
、
そ
の
人
数
を
比
較
し
て
両
族
の
政
治
上
の
優
劣
が
論
じ
ら
れ
て
来
た
。
い

ず
れ
の
研
究
に
お
い
て
も
分
析
か
ら
出
し
た
結
論
は
、
北
魏
代
に
は
一
貫
し
て
胡
族
が
任
官
者
中
に
占
め
る
割
合
に
お
い
て
漢
族
を
上

回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
胡
族
が
漢
族
よ
り
優
位
に
立
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
整
理
・
分
析
さ
れ
た
中
央
機
構
の
構
成

人
員
に
は
、
他
の
中
枢
機
関
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
尚
書
省
の
構
成
人
員
も
包
含
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

尚
書
省
は
、
他
の
中
央
官
僚
機
構
で
あ
る
中
書
省
・
門
下
省
と
異
な
り
、
直
接
実
務
を
行
う
機
関
で
あ
る
。
北
魏
は
、
孝
文
帝
代
に

班
禄
制
・
三
長
制
・
均
田
制
の
諸
政
策
を
施
行
し
た
。
そ
の
施
行
に
最
も
深
く
関
わ
っ
た
の
が
、
中
央
官
僚
機
構
中
、
文
書
を
扱
い
実

務
的
性
格
の
濃
か
っ
た
尚
書
省
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鮮
卑
制
が
消
滅
し
、
残
っ
た
漢
制
の
一
で
あ
る
尚
書
省
が
中
央
官
僚
機
構

中
に
お
い
て
占
め
る
比
重
が
、
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
高
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
孝
文
帝
は
、
四
九
四
年
北
魏
史
上
最
初
の
考
課
に
お
い
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６

一
一
一
九
六
年
に
北
魏
が
尚
書
省
を
開
設
し
て
以
来
、
一
般
論
と
し
て
尚
書
省
郎
官
は
漢
族
士
人
が
任
命
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
他
方
、

そ
の
上
層
の
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・
尚
書
の
任
官
者
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
々
が
就
い
た
の
か
、

そ
の
全
容
に
如
何
な
る
一
般
的
傾
向
が
み
ら
れ
た
の
か
、
尚
書
省
の
上
層
部
の
宮
に
就
い
た
も
の
は
、
胡
漢
両
族
が
各
々
ど
の
程
度
占

め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
北
魏
の
尚
書
省
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
ど
の
程
度
な
さ
れ
た
の
か
、
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

尚
書
省
を
構
成
す
る
官
に
関
し
て
は
、
厳
耕
望
氏
に
よ
り
北
魏
全
期
に
亘
っ
て
復
元
さ
れ
て
い
る
。
か
っ
て
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
Ⅱ
エ
バ
ー

ハ
ー
ト
氏
に
よ
り
、
北
魏
全
期
・
東
魏
に
亘
っ
て
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
者
の
出
自
が
胡
漢
両
族
の
区
別
の
観
点
か
ら
分
析

て
、
「
尚
書
の
任
は
、
枢
機
を
是
れ
司
る
。
豈
惟
だ
百
摸
を
総
括
し
、
人
務
を
絹
和
す
る
の
み
な
ら
ん
や
。
朕
の
得
失
、
実
に
斯
こ
に

在
り
。
」
（
『
魏
書
』
二
一
上
元
羽
伝
）
と
発
言
し
、
自
身
の
浮
沈
を
尚
書
省
に
賭
け
て
い
る
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
か
く
の
如
く
尚

書
省
重
視
の
姿
勢
を
明
確
に
示
し
た
皇
帝
は
、
北
魏
史
上
未
曾
有
で
あ
る
。
鮮
卑
制
が
消
滅
し
た
孝
文
帝
代
に
お
い
て
、
残
っ
た
漢
制

の
一
で
あ
る
尚
書
省
が
中
央
官
僚
機
構
中
に
お
い
て
占
め
る
比
重
が
、
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
高
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
従
来
の
研
究
に

お
い
て
、
か
か
る
発
言
を
論
拠
に
尚
書
省
の
長
官
（
録
尚
書
事
・
尚
書
令
）
は
宰
相
で
あ
り
、
尚
書
省
は
宰
相
機
構
で
あ
っ
た
と
い
う

５

指
摘
す
ら
あ
る
。
中
央
官
僚
機
構
の
構
成
員
は
、
政
治
の
動
向
と
無
縁
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
か
で
も
そ
の
高
官
は
、
深
く

関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
北
魏
政
権
の
動
向
を
理
解
す
る
上
で
、
中
央
官
僚
機
構
の
各
機
関
を
他
の
機
関
と
切
り
離
し
て
、
各

機
関
毎
に
そ
の
構
成
員
を
出
自
の
面
か
ら
整
理
・
分
析
し
て
お
く
こ
と
は
、
基
礎
作
業
と
し
て
必
要
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
孝

文
帝
に
よ
り
重
視
さ
れ
た
尚
書
省
に
関
し
て
は
、
こ
の
点
が
当
て
嵌
ま
る
。

第
一
章
北
魏
尚
書
省
の
従
来
の
研
究
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が
加
え
ら
れ
た
。
即
ち
、
厳
耕
望
氏
に
よ
り
復
元
さ
れ
た
尚
書
省
官
中
、
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
Ⅱ
エ
パ
ー
ハ
ー
ト
氏
が
分
析
の
対
象
と
し
た

の
は
、
北
魏
全
期
並
び
に
東
魏
の
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
者
で
あ
る
。
た
だ
時
期
毎
に
任
官
者
数
が
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

ま
た
臨
時
の
職
と
は
言
え
、
尚
書
省
の
頂
点
に
立
つ
録
尚
書
事
の
任
官
者
数
を
、
分
析
の
対
象
か
ら
欠
い
て
い
る
。
即
ち
録
尚
書
事
を

除
き
、
ま
た
各
時
期
毎
に
任
官
者
数
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
北
魏
全
期
並
び
に
東
魏
の
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官

８

者
総
数
並
び
に
任
官
者
が
、
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
近
年
佐
藤
賢
氏
に
よ
り
、
尚
書
省
官
へ
の
任
官
者
の
個
別
例
が
収
集
・
整

理
さ
れ
て
い
る
。
収
集
・
整
理
の
対
象
と
し
た
時
期
は
北
魏
前
期
で
あ
る
。
佐
藤
氏
が
任
官
者
の
個
別
例
を
収
集
・
整
理
し
た
官
は
、

尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・
尚
書
で
あ
る
。
佐
藤
氏
が
個
別
例
を
収
集
・
整
理
し
た
官
は
、
北
魏
前
期
の
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
．

ｇ

尚
書
で
あ
る
。
た
だ
録
尚
書
事
は
、
収
集
・
整
理
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

以
上
の
二
氏
が
時
期
を
限
っ
て
尚
書
省
高
官
の
任
官
者
を
分
析
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
張
金
龍
氏
は
、
孝
文
帝
代
に
焦
点
を
当

て
て
中
書
監
・
中
書
令
・
侍
中
と
と
も
に
、
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・
吏
部
尚
書
の
任
官
者
を
分
析
し
て
い
る
。
張
氏
は
分
析
結
果

か
ら
、
四
九
三
年
の
洛
陽
遷
都
後
尚
書
・
中
書
・
門
下
三
省
の
長
官
が
漢
族
士
大
夫
及
び
漢
化
が
比
較
的
進
ん
だ
鮮
卑
貴
族
に
よ
り
成

る
、
漢
化
政
策
に
賛
同
す
る
改
革
派
勢
力
に
よ
り
担
わ
れ
た
と
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
張
氏
は
と
く
に
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・

吏
部
尚
書
の
任
官
者
に
限
っ
て
述
べ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
張
氏
の
掲
げ
て
い
る
分
析
結
果
中
、
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・
吏
部

尚
書
の
任
官
者
に
注
目
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
胡
族
が
漢
族
に
対
し
て
優
勢
に
立
ち
、
宗
室
元
氏
（
拓
蹴
氏
）
が
最
大
多
数
を
占
め
た
こ

と
が
看
取
さ
れ
る
。
張
氏
の
三
省
長
官
の
任
官
者
に
関
わ
る
指
摘
は
政
治
上
の
動
向
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
貴
重
で
あ
る

が
、
尚
書
省
長
官
の
任
官
者
が
上
記
の
構
成
を
取
っ
た
こ
と
に
限
っ
て
言
う
と
、
前
後
の
時
代
の
構
成
と
比
較
し
て
い
な
い
の
で
、
時

系
列
の
上
で
任
官
者
の
構
成
上
の
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
か
る
構
成
を
取
っ
た
歴
史
的
意
義
が
十
分
浮
き
彫
り
に
で
き

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
孝
文
帝
代
に
限
ら
ず
、
特
定
時
期
の
尚
書
省
の
人
的
構
成
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
三
氏
が
整
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理
・
分
析
し
た
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・
尚
書
に
録
尚
書
事
を
分
析
の
対
象
に
加
え
て
、
さ
ら
に
対
象
と
す
る
時
期
を
北
魏
前
期
に

北
魏
後
期
も
併
せ
て
北
魏
全
期
に
亘
っ
て
就
任
者
を
収
集
し
て
各
時
期
毎
に
整
理
・
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
Ⅱ
エ
バ
ー
ハ
ー
ト
氏
が
分
析
の
対
象
と
し
た
、
北
魏
全
期
並
び
に
東
魏
の
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任

官
者
の
中
、
北
魏
全
期
の
両
官
の
任
官
者
に
限
っ
て
そ
の
分
析
結
果
を
み
る
と
、
胡
族
が
漢
族
よ
り
多
勢
を
占
め
、
し
か
も
宗
室
元
氏

（
拓
敵
氏
）
が
相
当
な
割
合
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
が
看
得
さ
れ
る
。
張
氏
・
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
Ⅱ
エ
パ
ー
ハ
ー
ト
氏
の
分
析
し
た
資
料

を
み
る
と
、
宗
室
元
氏
（
拓
跳
氏
）
が
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
者
中
に
多
大
な
比
重
を
占
め
た
の
は
、
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）

が
北
魏
政
権
の
中
枢
に
深
く
関
わ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
れ
ま
で
尚
書
省
の
研
究
は
、
政
治
上
の
動
向
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中
で
張
氏
は
孝
文
帝
の
漠
化
政
策
を
巡
っ

て
生
じ
た
政
治
勢
力
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
人
的
構
成
や
運
営
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
孝
文
帝
代
に
お
い
て
尚

書
省
の
人
員
構
成
に
政
治
上
の
動
向
が
反
映
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
孝
文
帝
代
に
限
ら
ず
、
他
の
時
代
に
関
し
て
も
、

か
か
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
尚
書
省
の
人
員
構
成
を
考
え
る
上
で
、
政
治
上
の
動
向
は
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

小
論
で
は
、
将
来
尚
書
省
の
人
員
構
成
と
政
治
上
の
動
向
を
結
び
つ
け
て
考
察
す
る
た
め
の
基
本
作
業
と
し
て
北
魏
全
期
に
亘
っ
て

胡
漢
両
族
に
分
け
て
尚
書
省
の
最
頂
点
に
位
瞳
す
る
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
僕
射
へ
の
任
官
状
況
を
整
理
・
分
析
を
試
み
た
い
と

思
う
。
そ
の
手
順
は
、
先
ず
上
記
三
官
へ
の
任
官
状
況
を
お
お
ま
か
に
把
捉
す
る
こ
と
と
す
る
。
次
に
、
北
魏
全
期
の
任
官
状
況
を
任

官
者
の
出
自
に
沿
っ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
と
り
わ
け
北
魏
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
変
化
が
み
ら
れ
る
か
否
か
、
注
意
し
た
い
。

北
魏
史
の
分
水
嶺
と
み
ら
れ
る
孝
文
帝
代
を
境
に
、
尚
書
省
を
構
成
す
る
人
員
に
果
た
し
て
変
化
が
み
ら
れ
る
か
否
か
、
注
目
し
よ
う
。

丁
』

北
魏
政
権
の
中
枢
に
深
く
関
わ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
宗
室
元
氏
（
拓
敏
氏
）
に
、
と
く
に
注
視
す
る
こ
と
と
す
る
。
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叫

厳
耕
望
・
窪
添
慶
文
両
氏
の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
北
魏
の
尚
書
省
の
発
展
過
程
を
、
跡
づ
け
て
み
よ
う
。
北
魏
の
尚
書
省
の
歴

史
は
、
道
武
帝
代
三
九
六
年
に
創
置
さ
れ
た
の
に
始
ま
り
、
孝
文
帝
代
四
九
一
年
の
改
制
を
境
に
前
期
と
後
期
に
二
分
さ
れ
る
。
前
期

は
、
さ
ら
に
一
一
一
期
に
小
区
分
さ
れ
る
。
即
ち
、
前
期
一
・
前
期
二
・
前
期
一
一
一
で
あ
る
。
前
期
一
は
、
創
始
期
で
あ
る
。
道
武
帝
代
三
九

六
年
か
ら
明
元
帝
代
四
一
一
一
一
年
ま
で
で
あ
る
。
前
期
二
は
、
衰
退
期
で
あ
る
。
明
元
帝
代
四
一
四
年
か
ら
太
武
帝
代
四
二
七
年
ま
で
で

Ⅱ

あ
る
。
前
期
一
一
一
は
、
再
建
・
発
展
期
で
あ
る
。
太
武
帝
代
四
一
一
八
年
か
ら
孝
文
帝
代
四
九
一
年
改
制
ま
で
で
あ
る
。
後
期
は
、
孝
文
帝

代
四
九
一
年
改
制
か
ら
孝
武
帝
代
ま
で
で
あ
る
。
前
期
一
に
は
、
尚
書
令
・
尚
書
僕
射
・
尚
書
・
尚
書
左
右
丞
・
尚
書
郎
中
が
設
置
さ

れ
た
。
前
期
二
に
は
、
尚
書
の
み
が
認
め
ら
れ
る
。
前
期
三
に
は
、
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・
都
曹
尚
書
・
尚
書
・
尚

書
左
右
丞
・
大
夫
・
長
・
令
・
主
審
郎
・
曹
監
・
中
散
・
主
審
が
置
か
れ
た
。
拷
廟
に
は
、
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・

都
曹
尚
書
・
尚
書
・
尚
書
左
右
丞
・
尚
書
左
右
司
郎
・
尚
書
郎
中
・
掌
固
・
主
事
・
都
令
史
・
省
事
・
正
令
史
・
書
令
史
か
ら
構
成
さ

れ
た
。
孝
文
帝
の
改
制
で
最
大
の
点
は
、
大
夫
・
長
・
令
を
廃
止
し
、
尚
書
郎
中
が
曹
務
を
管
掌
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
点
で
あ
る
。

改
制
は
、
西
晋
や
南
朝
の
漢
人
王
朝
の
制
度
に
倣
っ
た
と
さ
れ
る
。

北
魏
全
期
の
任
官
者
総
数
は
、
録
尚
書
事
は
三
○
名
、
尚
書
令
は
四
○
名
、
尚
書
左
右
僕
射
は
七
四
名
で
あ
る
。
（
第
一
表
参
照
）

北
魏
全
期
の
任
官
者
は
、
そ
の
出
自
を
胡
族
・
漢
族
に
分
け
て
み
る
と
、
実
人
数
は
録
尚
書
事
が
一
一
八
二
一
（
胡
族
》
漢
族
、
単
位
は

名
〔
人
〕
、
以
下
同
じ
）
、
尚
書
令
が
一
一
一
一
亜
八
（
不
明
一
）
、
尚
書
左
右
僕
射
が
五
一
一
二
一
一
一
一
で
あ
る
。
胡
族
・
漢
族
の
割
合
は
、
録

尚
書
事
が
九
四
“
六
（
胡
族
卯
漢
族
、
単
位
は
％
、
以
下
同
じ
）
、
尚
書
令
が
七
八
北
二
○
（
不
明
二
）
、
尚
書
左
右
僕
射
が
六
九
”
一
一
一

御

一
で
あ
る
。
（
第
一
一
表
参
照
）
北
魏
全
期
を
見
渡
す
と
、
尚
書
左
右
僕
射
が
実
人
数
に
お
い
て
も
、
任
官
者
総
数
に
占
め
る
割
合
に
お

第
二
章
北
魏
尚
書
省
高
官
の
任
官
状
況
の
概
観
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※
単
位
は
％
で
あ
る
。

※
数
値
は
、
小
数
点
第
一
位
以
下
を
四
捨
五
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
各
年
代
毎
の
合
算
し
た
全
体
の
数
値
が
一
○
○
と
な
る
よ
う
に
、
適
宜
調
整
し
た
。

尚
書
左
右
僕
射
一

い
て
も
漢
族
の
占
め
る
比
率
が
三
宮
中
最
も
高
く
、
以
下
尚
書
令
・
録
尚
書
事
の
順
に
漢
族
の
任
官
者
及
び
割
合
が
低
く
な
る
。
た
だ

漢
族
の
占
め
る
最
も
大
き
い
尚
書
左
右
僕
射
で
す
ら
胡
族
の
二
分
の
一
以
下
に
過
ぎ
ず
、
上
記
の
い
ず
れ
の
官
も
胡
族
の
任
官
者
が
圧

倒
的
に
多
い
。

以
上
み
た
如
く
、
北
魏
前
期
に
て
設
置
さ
れ
て
一
貫
し
て
尚
書
省
の
頂
点
に
存
続
し
た
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
を
胡
族

、

が
多
く
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
北
魏
全
期
に
百
一
っ
て
一
般
に
尚
書
省
の
運
営
が
胡
族
主
導
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

以
下
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
状
況
を
、
今
一
歩
踏
み
込
ん
で
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

※
単
位
は
名
（
人
）
で
あ
る
。

川
悩
Ⅱ
臘
悩
Ｉ
伶
‐

「
尚
霞
左
右
僕
射
一

北
魏
全
時
期
胡
族
・
漢
族
任
官
者
数
の
対
比
割
合
表
（
第
二
表
）

北
魏
全
時
期
胡
族
・
漢
族
の
任
官
者
実
数
表
（
第
一
表
）
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〔
ご
録
尚
書
事

録
尚
書
事
の
任
官
者
は
、
全
体
で
三
○
名
認
め
ら
れ
る
。
胡
族
・
漢
族
に
分
け
ず
、
任
官
時
期
を
み
る
と
、
前
期
一
の
道
武
帝
代
、

前
期
二
の
明
元
帝
代
、
後
期
の
後
廃
帝
代
を
除
く
、
各
時
代
に
任
官
者
が
各
々
認
め
ら
れ
る
。
な
か
で
も
最
も
任
官
者
が
多
い
の
が
、

以
下
、
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
者
を
、
各
皇
帝
の
治
世
年
代
毎
に
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。
年
代
に
関
し
て

言
え
ば
、
孝
文
帝
代
に
は
四
九
○
年
に
最
高
権
力
者
と
し
て
立
っ
て
い
た
潟
太
后
が
逝
去
し
、
四
九
一
年
に
尚
書
省
が
改
制
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
孝
文
帝
代
は
、
尚
書
省
改
制
の
四
九
一
年
を
境
に
祷
太
后
が
最
高
権
力
者
と
し
て
い
た
前
期
と
橘
太
后
亡
き
後
孝
文
帝
が
唯

一
の
最
高
権
力
者
と
し
て
君
臨
し
た
後
期
に
分
け
て
、
孝
文
帝
代
前
期
は
北
魏
前
期
に
含
め
、
孝
文
帝
代
後
期
は
北
魏
後
期
に
配
し
た
。

出
自
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
胡
族
・
漢
族
に
分
類
し
た
上
で
、
更
に
胡
族
は
宗
室
元
氏
（
拓
践
氏
）
・
外
戚
・
そ
の
他
、
漢
族
は
外
戚
・

別

そ
の
他
に
分
け
た
。
胡
族
中
、
特
に
元
氏
（
拓
賊
氏
）
の
任
官
者
数
を
表
示
し
た
の
は
、
元
氏
（
拓
賊
氏
）
は
宗
室
と
い
う
立
場
上
、

，
劇
Ⅲ

北
魏
政
権
の
運
営
に
最
も
多
く
且
つ
深
く
関
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
尚
書
省
の
人
員
構
成
に
も
か
か
る
状
況
が
反
映
し
た
と
推
測
さ
れ
、

こ
の
点
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
外
戚
の
項
目
を
設
け
た
の
は
、
道
武
帝
が
外
戚
の
政
治
介
入

湖

を
防
ぐ
た
め
に
、
皇
太
子
の
母
親
に
死
を
賜
一
つ
と
い
う
『
子
貴
母
死
』
制
度
を
立
て
た
と
さ
れ
る
が
、
か
か
る
政
策
が
尚
書
省
の
人
員

構
成
に
ど
の
程
度
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
み
る
た
め
で
あ
る
。
漢
族
も
外
戚
の
項
を
置
い
た
の
は
、
同
様
の
理
由
で
あ
る
。
北
魏
前

期
と
後
期
で
如
上
の
宮
の
任
官
者
の
構
成
に
相
異
が
あ
る
の
か
否
か
、
胡
漢
両
族
の
観
点
か
ら
み
て
み
よ
う
。
さ
ら
に
、
特
に
宗
室
元

氏
（
拓
敵
氏
）
が
任
官
者
中
に
占
め
る
比
重
を
吟
味
し
よ
う
。

第
三
章
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
就
任
概
観
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旧

前
期
一
一
一
の
文
成
帝
代
の
八
名
で
あ
る
。
任
官
者
は
、
前
期
は
前
期
一
・
前
期
一
一
が
○
名
、
前
期
一
一
一
が
一
一
一
名
、
任
官
年
代
不
明
が
一
名
、

後
期
が
一
五
名
で
あ
る
。
前
期
三
の
任
官
者
一
一
一
名
中
、
八
名
が
文
成
帝
代
で
あ
る
。
北
魏
の
前
期
と
後
期
に
分
け
て
任
官
者
を
み
る

鯛

と
、
前
期
は
一
一
二
名
、
後
期
は
一
五
名
で
あ
る
。
（
第
一
一
一
表
参
照
）

次
に
胡
族
・
漢
族
に
分
け
て
北
魏
全
期
の
任
官
者
を
み
る
と
、
胡
族
が
二
八
名
で
、
全
任
官
者
三
○
名
に
占
め
る
割
合
が
九
四
％
で

戯

あ
る
。
（
第
一
一
一
表
・
第
四
表
参
照
）
こ
れ
に
対
し
て
、
漢
族
は
二
名
で
、
任
官
者
全
体
に
占
め
る
割
合
が
六
％
で
あ
る
。
（
第
一
一
一
表
・
第

四
表
参
照
）
胡
族
が
漢
族
を
圧
倒
し
て
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

胡
族
・
漢
族
に
分
け
て
任
官
時
期
を
み
る
と
、
胡
族
は
、
前
期
一
の
道
武
帝
代
、
前
期
二
の
明
元
帝
代
を
除
く
、
各
時
代
に
各
々
認

め
ら
れ
る
。
胡
族
に
対
し
て
漢
族
の
任
官
者
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
僅
か
に
前
期
三
の
文
成
帝
代
と
後
期
の
孝
荘
帝
代
の
み
で
あ
り
、

し
か
も
い
ず
れ
の
時
代
に
も
僅
か
に
一
名
ず
つ
み
ら
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
胡
族
の
任
官
者
数
を
下
回
っ
て
い
る
。
（
第
三
表
参
照
）

北
魏
の
前
期
と
後
期
に
分
け
て
録
尚
書
事
の
任
官
者
を
み
る
と
、
前
期
は
胡
族
が
二
名
、
漢
族
が
二
名
、
後
期
は
胡
族
が
一
五
名
、

漢
族
が
○
名
で
あ
る
。
（
第
三
表
参
照
）
前
期
任
官
者
総
数
に
占
め
る
割
合
は
胡
族
が
八
四
％
、
漢
族
が
一
六
％
、
後
期
任
官
者
総
数

に
占
め
る
割
合
は
胡
族
が
一
○
○
％
、
漢
族
が
○
％
で
あ
る
。
（
第
四
表
参
照
）
前
期
・
後
期
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
胡
族
が
漢
族

を
上
回
っ
て
い
る
が
、
特
に
後
期
の
方
が
胡
族
の
割
合
が
増
え
て
い
る
。
次
に
胡
漢
両
族
任
官
者
の
出
自
に
注
目
し
た
い
。

北
魏
全
期
に
亘
る
胡
族
任
官
者
の
出
自
を
、
宗
室
元
氏
（
拓
跳
氏
）
・
外
戚
・
そ
の
他
に
分
け
て
み
る
と
、
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）

が
一
六
名
、
外
戚
が
三
名
、
そ
の
他
が
九
名
で
あ
る
。
（
第
三
表
参
照
）
胡
漢
両
族
任
官
者
全
体
に
占
め
る
比
率
は
、
各
々
五
四
％
、

一
○
％
、
三
○
％
で
あ
り
、
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）
が
最
も
高
い
割
合
を
占
め
た
。
（
第
四
表
参
照
）
漢
族
任
官
者
の
出
自
を
、
外
戚
・

そ
の
他
に
分
け
て
み
る
と
、
外
戚
が
一
名
、
そ
の
他
が
一
名
で
あ
る
。
胡
漢
両
族
任
官
者
全
体
に
占
め
る
比
率
は
、
い
ず
れ
も
各
々
三

％
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
宗
室
元
氏
（
拓
跣
氏
）
出
身
の
任
官
者
は
、
胡
族
・
漢
族
を
合
わ
せ
た
任
官
者
全
体
の
五
四
％
に
も
達
し
、
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任
官
者
全
体
の
最
大
多
数
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
後
述
す
る
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
な
ど
へ
の
宗
室
元
氏
（
拓
敬
氏
）
出
身

の
任
官
者
が
、
当
該
官
の
任
官
者
全
体
の
最
大
多
数
に
達
し
た
が
、
任
官
者
全
体
に
占
め
る
割
合
が
録
尚
書
事
ほ
ど
高
か
っ
た
官
は
な

い
。
外
戚
に
つ
い
て
は
、
胡
族
が
一
○
％
、
漢
族
が
三
％
、
都
合
一
一
一
一
％
を
占
め
て
い
る
。
（
第
四
表
参
照
）
胡
漢
両
族
と
も
に
、
外

剛

戚
の
中
で
、
任
官
者
が
特
定
の
家
に
偏
っ
て
い
る
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
他
の
出
身
者
は
、
胡
族
が
一
一
一
○
％
、
漢
族
が
一
一
一
％
、
都

合
一
一
一
三
％
に
達
し
、
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
（
第
四
表
参
照
）
し
か
し
な
が
ら
、
胡
漢
両
族
と
も
に
、
そ
の
他
の
中
で
、
任
官
者

飼

が
特
定
の
家
に
偏
っ
て
い
る
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。

任
官
者
を
出
自
に
分
け
て
年
代
別
に
み
る
と
、
北
魏
前
期
の
任
官
者
一
三
名
中
、
胡
族
は
宗
室
元
氏
（
拓
賊
氏
）
が
三
名
、
外
戚
が

一
名
、
そ
の
他
が
七
名
、
漢
族
は
外
戚
が
一
名
、
そ
の
他
が
一
名
で
あ
る
。
後
期
は
一
五
名
中
、
胡
族
は
宗
室
元
氏
（
拓
賊
氏
）
が
一

一
名
、
外
戚
が
二
名
、
そ
の
他
が
二
名
、
漢
族
は
外
戚
が
○
名
、
そ
の
他
が
○
名
で
あ
る
。
（
第
三
表
参
照
）
北
魏
前
期
よ
り
む
し
ろ

後
期
の
方
が
、
漢
族
の
任
官
者
が
○
名
に
ま
で
減
少
し
、
胡
族
の
任
官
者
が
増
え
る
が
、
増
加
し
た
内
訳
は
宗
室
元
氏
（
拓
蹴
氏
）
が

八
名
、
外
戚
が
一
名
、
そ
の
他
が
一
名
で
あ
る
。
元
氏
（
拓
敏
氏
）
の
任
官
者
が
大
幅
に
増
加
し
、
胡
族
の
増
加
分
に
大
き
な
比
重
を

占
め
た
こ
と
が
、
判
明
す
る
。
と
り
わ
け
胡
漠
両
族
を
併
せ
た
全
任
官
者
中
元
氏
（
拓
賊
氏
）
が
占
め
る
割
合
が
、
北
魏
前
期
が
一
一
三

％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
期
は
七
四
％
を
示
し
て
い
る
。
北
魏
後
期
に
お
い
て
元
氏
（
拓
祓
氏
）
の
任
官
者
数
の
割
合
が
前
期
に
比

べ
て
極
め
て
高
く
な
る
こ
と
は
、
注
意
を
惹
く
。
孝
文
帝
代
後
期
以
降
各
年
代
毎
の
全
任
官
者
中
に
元
氏
（
拓
践
氏
）
が
占
め
る
割
合

は
、
孝
文
帝
代
後
期
が
六
七
％
、
宣
武
帝
代
・
孝
明
帝
代
が
一
○
○
％
、
孝
荘
帝
代
が
七
五
％
、
元
嘩
代
一
○
○
％
、
前
廃
帝
代
・
後

廃
帝
代
が
○
％
、
孝
武
帝
代
が
一
○
○
％
で
あ
る
。
前
廃
帝
代
・
後
廃
帝
代
を
除
く
、
孝
文
帝
代
後
期
・
宣
武
帝
代
・
孝
明
帝
代
・
孝

荘
帝
代
・
元
曄
代
・
孝
武
帝
代
が
い
ず
れ
も
高
い
値
を
占
め
て
い
る
。
（
第
四
表
参
照
）
孝
荘
帝
・
元
曄
並
び
に
前
廃
帝
は
爾
朱
氏
が

立
て
た
槐
侭
皇
帝
で
あ
る
。
在
位
期
間
中
に
宗
室
元
氏
（
拓
敬
氏
）
の
任
官
者
の
い
た
孝
荘
帝
代
・
元
曄
代
に
つ
い
て
は
、
今
措
く
と
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lllLJi
重
が
高
い
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
。

し
て
、
前
廃
帝
は
五
三
一
年
二
月
か
ら
五
一
一
一
一
一
年
四
月
ま
で
一
年
余
り
在
位
し
た
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
後
廃
帝
は
高
歓
が
信
都
で
爾
朱

氏
に
対
し
て
蜂
起
し
た
時
に
前
廃
帝
に
対
抗
し
て
立
て
た
偲
侭
皇
帝
で
、
五
三
一
年
一
○
月
か
ら
五
一
一
一
二
年
四
月
ま
で
在
位
し
た
だ
け

で
あ
る
。
そ
の
在
位
期
間
宗
室
元
氏
（
拓
敬
氏
）
の
任
官
者
が
○
名
で
あ
っ
た
前
廃
帝
・
後
廃
帝
の
い
ず
れ
も
、
在
位
期
間
が
重
な
り
、

し
か
も
一
年
余
り
と
い
う
短
期
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
一
四
○
年
余
り
に
亘
る
北
魏
代
後
期
は
実
質
上
孝
文
帝
代
後

期
の
六
七
％
を
最
低
と
し
て
、
宗
室
元
氏
が
任
官
者
中
に
高
い
割
合
を
占
め
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
前
期
に
比
べ
て
後
期

の
方
が
胡
族
の
割
合
が
増
え
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
後
期
に
お
い
て
全
般
に
宗
室
元
氏
（
拓
践
氏
）
の
任
官
者
中
に
占
め
る
比

録
尚
書
事
任
官
者
実
数
表
（
第
三
表
）

－２１１－

前
寺
期
小
計

前
期
年
代
不
明

孝
文
前
期

献
文

文
成

太
武

明
元

道
武

￣

一

一

七

○

○

○

○

○

○

○

○

五

七

○

○

○

○

○

○

○

○

○

宗
室

外
戚

そ
の
他

小
計

胡
族

一

一

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

外
戚

そ
の
他

小
計

漢
族

。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

不
明

八 ○ ○ 計



※
単
位
は
名
（
人
）
で
あ
る
。

※
前
期
年
代
不
明
は
、
前
期
小
計
に
含
む
。
後
期
年
代
不
明
は
、
後
期
小
計
に
含
む
。
全
期
年
代
不
明
は
、
全
期
合
計
に
含
む
。
全
期
合
計
は
、
前
期

小
計
、
後
期
小
計
、
全
期
年
代
不
明
を
合
算
し
た
数
値
で
あ
る
。

全
期
合

全
期
年
代
不
明

一
後
期
小
計
一

後
期
年
代
不
明

｜
後
廃
－

１
‐
Ｉ

｜
：
Ｉ

｜
孝
荘
－

１
１
１
Ｉ

一
孝
明
一

宣
武

’
’
一
’

［Ⅱヨヨ１１． [■ |‐
'1

1.1’

’一一

一一 一一

｡’
一
一 ’
’ ト '6￣

－J ｢’ ○ ○

０

’
一
一
‐
一 '。 ○ |･Ｉ 轡’

－１

○

’
一
一 －̄－１

五’
一Ｉ

Ｆ
’

○ } トー

’
一
一
口

一一

sｌ■。■ＦＬ－－－－｣ ト |‐卜’Ｆ ○ ○

○ ○ lｏ

ｌｌ
|・
－－

○ 上’ ○ ○

○ ｏｌ一
「￣・

○ ○ ○ ○ |さ ○

○ 卜１｡’ 。■'百 ○ '。|Ｚ|言Ｆ
・

Ｅ’

一

I］ ’

’－
１

ト

｜
ｌ

ＦＩＩＩ」一一・

－２１２－

全
刮
Ｆ
期
合
計

全
期
年
代
不
明

二
後
期
小
計

後
期
年
代
不
明

孝
武

後
廃

前
廃

元
嘩

孝
荘

孝
明

宣
武

孝
文
後
期

《一一ハ ○ ○ ○
￣

￣

￣

-

－

一

一 ○
■■■■■■

￣ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

九 ○ 二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一

八

一

一

一
五 ○ 四

－

－

－

－

－

￣ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

-

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三
○

一
五 ○ 四

一

一

一

一

￣



JiiTI
録
尚
書
事
任
官
者
割
合
表
（
第
四
表
）

－２１３－

孝
武

後
廃

前
廃

元
曄

孝
荘

孝
明

宣
武

孝
文
後
期

前
期
丁
小
計

前
期
年
代
不
明

孝
文
前
期

献
文

文
成

太
武

明
元

道
武

一
○
○

○

○

一
○
○

○

○

○

○

○

○

’
○
○

一
○
○

一
○
○

○

○

’
○
○

七
五

二
五

○

一
○
○

一
○
○

○

○

一
○
○

一
○
○

○

○
’
○
○

六
七

○

一
○
○

八

五
三

八
四

○

○

○

○

一
○
○

○

○

’
○
○

○

○

一
○
○

一
○
○

一
ハ
ー

八
七

五
○

○

五
○

一
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

宗
室

外
戚

そ
の
他

小
計

胡
族

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

八

八

一
一
ハ

一
○
○

○

一
○
○

○

○

○

○

○

○

○

’
○

○

○

○

○

○

○

○

○

外
戚

そ
の
他

小
計

漢
族

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

不
明

一
○
○ ○

一
○
○

一
○
○

一
○
○

一
○
○

一
○
○

’
○
○

一
○
○

一
○
○

一
○
○

一
○
○

一
○
○

一
○
○ ○ ○ 計



〔
二
〕
尚
書
令

尚
書
令
の
任
官
者
は
、
全
体
で
四
○
名
認
め
ら
れ
る
。
胡
族
・
漢
族
に
分
け
ず
、
任
官
時
期
を
み
る
と
、
前
期
二
の
明
元
帝
代
を

除
く
、
各
時
代
に
任
官
者
が
各
々
認
め
ら
れ
る
。
任
官
者
は
、
前
期
は
、
前
期
一
が
三
名
、
前
期
二
が
一
名
（
前
期
二
・
一
一
一
に
跨
っ
て

在
任
）
、
前
期
三
が
八
名
、
任
官
年
代
不
明
が
一
名
、
後
期
は
二
二
名
、
任
官
年
代
不
明
が
一
名
で
あ
る
。
北
魏
の
前
期
と
後
期
に
分

け
て
任
官
者
を
み
る
と
、
前
期
は
一
三
名
、
後
期
は
二
一
一
名
で
あ
る
。
こ
の
他
、
前
期
・
後
期
の
い
ず
れ
に
も
分
類
で
き
ず
、
全
期
任

醐

官
年
代
不
明
と
し
た
者
が
五
名
で
あ
る
。
（
第
五
表
参
照
）

次
に
胡
族
・
漢
族
に
分
け
て
北
魏
全
期
の
任
官
者
を
み
る
と
、
胡
族
が
三
一
名
で
、
全
任
官
者
四
○
名
に
占
め
る
割
合
が
七
八
％
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
漢
族
は
八
名
で
、
任
官
者
全
体
に
占
め
る
割
合
が
二
○
％
で
あ
る
。
胡
族
が
漢
族
を
圧
倒
し
て
多
い
こ
と
が
、

胡
族
・
漢
族
に
分
け
て
任
官
時
期
を
み
る
と
、
胡
族
は
、
前
期
二
の
明
元
帝
代
を
除
く
、
各
時
期
に
任
官
者
が
各
々
認
め
ら
れ
る
。

漢
族
の
任
官
者
の
い
る
時
期
は
胡
族
に
比
べ
て
少
な
く
、
前
期
一
の
道
武
帝
代
、
前
期
一
一
・
三
の
太
武
帝
代
、
前
期
三
の
文
成
帝
代
．

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
漢
族
は
八域

わ
か
る
。
（
第
五
表
・
第
六
表
参
照
）

…
１
１
：
働

●
●

ｉ
曰
■
■
圖
曰
■
■
■
国

…
圓
曰
自
国
目
■
■
■
自

Ｉ
自
国
目
曰
囹
■
国

※
数
値
は
小
数
点
第
一
位
以
下
を
、
四
捨
五
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
各
年
代
毎
の
合
算
し
た
全
体
の
数
値
が
一
○
○
と
な
る
よ
う
に
、
適
宜
調
整

し
た
。

※
単
位
は
％
で
あ
る
。
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全
期
合
計

全
期
年
代
不
明

後
期
小
計

後
期
年
代
不
明

五
四

一
○
○

七
四 ○

一
○ ○

一
○
○

三
○

○ ○

九
四

一
○
○

一
○
○

一
○
○

＝ ○ ○ ○

￣

－

－－ ○ 。 ○

六 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

一
○
○

一
○
○

一
○
○

一
○
○



任
官
者
を
出
自
に
分
け
て
年
代
別
に
み
る
と
、
以
下
の
如
く
な
る
。
北
魏
前
期
の
任
官
者
一
三
名
中
、
北
魏
前
期
は
、
胡
族
は
宗
室

元
氏
（
拓
践
氏
）
が
一
一
名
、
外
戚
が
○
名
、
そ
の
他
が
七
名
、
漢
族
は
外
戚
が
○
名
、
そ
の
他
が
四
名
で
あ
る
。
後
期
の
任
官
者
二
二

孝
文
帝
代
前
期
、
後
期
の
孝
文
帝
代
後
期
・
宣
武
帝
代
・
孝
明
帝
代
で
あ
る
。
時
期
別
に
胡
族
と
漢
族
の
任
官
者
数
を
比
較
し
て
み
て

も
、
漢
族
の
任
官
者
の
い
る
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
漢
族
が
胡
族
を
上
回
る
こ
と
は
な
い
。

北
魏
の
前
期
と
後
期
に
分
け
て
任
官
者
を
み
る
と
、
前
期
は
胡
族
が
九
名
、
漢
族
が
四
名
、
後
期
は
胡
族
が
一
九
名
、
漢
族
が
三
名

で
あ
る
。
（
第
五
表
参
照
）
前
期
任
官
者
総
数
に
占
め
る
割
合
は
胡
族
が
六
九
％
、
漢
族
が
三
一
％
、
後
期
任
官
者
総
数
に
占
め
る
割

合
は
胡
族
が
八
七
％
、
漢
族
が
一
三
％
で
あ
る
。
（
第
六
表
参
照
）
前
期
・
後
期
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
胡
族
が
漢
族
を
上
回
っ
て

い
る
が
、
後
期
に
お
い
て
増
え
て
い
る
。
次
に
胡
漢
両
族
の
任
官
者
の
出
自
に
注
目
し
よ
う
。

北
魏
全
期
に
亘
る
胡
族
任
官
者
の
出
自
を
、
宗
室
元
氏
（
拓
践
氏
）
・
外
戚
・
そ
の
他
に
分
け
て
み
る
と
、
北
魏
全
期
に
お
い
て
宗

室
元
氏
（
拓
敏
氏
）
が
一
五
名
、
外
戚
が
三
名
、
そ
の
他
が
一
三
名
で
あ
る
。
（
第
五
表
参
照
）
胡
漢
両
族
任
官
者
全
体
に
占
め
る
比

率
は
、
各
々
一
一
一
八
％
、
八
％
、
三
二
％
で
あ
り
、
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）
と
そ
の
他
が
最
も
高
い
割
合
を
占
め
た
。
（
第
六
表
参
照
）

北
魏
全
期
の
漢
族
任
官
者
の
出
自
を
、
外
戚
・
そ
の
他
に
分
け
て
み
る
と
、
外
戚
が
一
名
、
そ
の
他
が
七
名
で
あ
る
。
（
第
五
表
参
照
）

胡
漢
両
族
任
官
者
全
体
に
占
め
る
比
率
は
、
外
戚
が
三
％
、
そ
の
他
が
一
七
％
で
あ
る
。
（
第
六
表
参
照
）
家
ご
と
に
個
別
に
み
る
と
、

宗
室
元
氏
（
拓
賊
氏
）
出
身
の
任
官
者
は
、
胡
族
・
漢
族
を
合
わ
せ
た
任
官
者
全
体
の
三
八
％
に
も
達
し
、
群
を
抜
い
て
多
い
。
外
戚

に
つ
い
て
は
、
胡
族
が
八
％
、
漢
族
が
三
％
、
計
一
一
％
を
占
め
て
い
る
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
外
戚
の
中
で
、
任
官
者
が
特
定
の
家
に

蛾

偏
っ
て
い
る
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
他
の
出
身
者
は
、
胡
族
が
一
一
一
二
％
、
漢
族
が
一
七
％
、
計
四
九
％
に
達
し
、
半
数
近
く
を
占

め
て
い
る
。
（
第
六
表
参
照
）
た
だ
そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
胡
漢
両
族
と
も
に
、
そ
の
他
の
中
で
、
任
官
者
が
特
定
の
家
に
偏
っ
て
い

鰯

る
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。

－２１５－



名
中
、
胡
族
は
宗
室
元
氏
（
拓
蚊
氏
）
が
一
二
名
、
外
戚
が
三
名
、
そ
の
他
が
四
名
、
漢
族
は
外
戚
が
一
名
、
そ
の
他
が
二
名
で
あ
る
。

（
第
五
表
参
照
）
北
魏
前
期
よ
り
む
し
ろ
後
期
の
方
が
、
漢
族
の
任
官
者
は
外
戚
が
一
名
増
加
し
、
そ
の
他
が
二
名
減
少
し
、
漢
族
の

任
官
者
全
体
で
一
名
減
少
し
た
ｂ
他
方
胡
族
の
任
官
者
は
宗
室
元
氏
（
拓
蹴
氏
）
が
一
○
名
、
外
戚
が
三
名
増
加
し
、
逆
に
そ
の
他
は

三
名
減
少
し
、
胡
族
の
任
官
者
全
体
で
一
○
名
増
加
し
た
。
増
加
し
た
内
訳
を
み
る
と
、
元
氏
（
拓
蹴
氏
）
の
任
官
者
が
外
戚
を
上
回

る
幅
で
増
加
し
、
胡
族
の
増
加
分
に
大
き
な
比
重
を
占
め
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

胡
漢
両
族
を
併
せ
た
全
任
官
者
中
宗
室
元
氏
（
拓
駁
氏
）
が
占
め
る
割
合
は
、
北
魏
前
期
が
一
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
期
が

五
二
％
で
あ
る
。
後
期
に
お
い
て
極
め
て
高
く
な
る
。
後
期
で
各
年
代
の
全
任
官
者
中
に
元
氏
（
拓
敵
氏
）
が
占
め
る
割
合
は
、
孝
文

帝
代
後
期
が
一
一
一
三
％
、
宣
武
帝
代
が
二
五
％
、
孝
明
帝
代
が
五
八
％
、
孝
荘
帝
代
が
七
五
％
、
元
嘩
代
・
前
廃
帝
代
・
後
廃
帝
代
が
○

％
、
孝
武
帝
代
が
一
○
○
％
で
あ
る
。
（
第
六
表
参
照
）
在
位
期
間
中
宗
室
元
氏
（
拓
跣
氏
）
の
尚
書
令
任
官
者
が
○
％
で
あ
っ
た
元

曄
は
、
爾
朱
氏
の
立
て
た
偲
偶
皇
帝
で
あ
り
、
五
三
○
年
一
○
月
か
ら
五
三
一
年
一
一
月
ま
で
五
ヶ
月
程
度
在
位
し
た
だ
け
で
あ
る
。
ま

た
同
じ
く
そ
の
在
位
期
間
中
宗
室
元
氏
（
拓
欽
氏
）
の
尚
書
令
任
官
者
が
○
で
あ
っ
た
前
廃
帝
・
後
廃
帝
は
、
先
に
録
尚
書
事
の
項
で

述
べ
た
よ
う
に
、
在
位
期
間
が
一
年
余
り
で
あ
る
。
元
曄
・
前
廃
帝
・
後
廃
帝
の
三
皇
帝
の
治
世
は
、
合
わ
せ
て
一
一
年
足
ら
ず
で
あ
り
、

そ
の
在
位
期
間
の
短
い
点
を
考
え
る
な
ら
ば
、
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）
は
北
魏
後
期
に
お
い
て
宣
武
帝
代
の
二
五
％
を
最
低
に
、
と
く

に
孝
明
帝
代
・
孝
荘
帝
代
・
孝
武
帝
代
が
五
○
％
を
超
す
高
い
値
を
示
し
て
お
り
、
実
質
上
そ
の
大
部
分
の
期
間
に
お
い
て
任
官
者
中

相
当
高
い
比
重
を
占
め
た
と
言
え
る
。
先
に
前
期
に
比
べ
て
後
期
の
方
が
胡
族
の
割
合
が
増
え
、
そ
の
中
で
元
氏
（
拓
敬
氏
）
の
任
官

者
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
旨
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
後
期
に
お
い
て
全
般
に
宗
室
元
氏
（
拓
敏
氏
）
が
任
官
者
中
高
い
割
合
を

保
っ
て
い
た
こ
と
に
負
っ
て
い
る
。
（
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任
官
者
実
数
表
（
第
五
表
）

－２１７－

孝
武

後
廃

前

廃

元
曄

孝
荘

孝
明

宣
武

孝
文
後
期

前

期

小

計

前
期
年
代
不
明

孝
文
前
期

献
文

文
成

太
武

明
元

道
武

－

－

○

○

一

一

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＝＝
￣

○

四

四

○

五 ＝
￣

○

■■■■■■■■■

一

一

＝

。

七

九

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

￣

￣

￣

￣

○

○

○

○

○

宗
室

外
戚

そ
の
他

小
計

胡
族

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

四

四

○

○

○

○

一

一

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

外
戚

そ
の
他

小
計

漢
族

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

不
明

-

－ ○ ○ 四 七 四
一

一

￣

＝
￣

一

一

一

￣

￣ ○
一

一

￣ 計



前
期
Ｉ

一前期年代不明一
Ｉ 文
成
一

一
太
武
一

||’
１
１

後
期
年
代
不
明

※
単
位
は
名
（
人
）
で
あ
る
。

※
前
期
年
代
不
明
は
、
前
期
小
計
に
含
む
。
後
期
年
代
不
明
は
、
後
期
小
計
に
含
む
。
全
期
年
代
不
明
は
、
全
期
合
計
に
含
む
。
全
期
合
計
は
、
前
期

小
計
、
後
期
小
計
、
全
期
年
代
不
明
を
合
算
し
た
数
値
で
あ
る
。

尚
書
令
任
官
者
割
合
表
（
第
六
表
）

○

●
● 1○

’ﾄ’
一
宗
室
一

１
１
１
１
「

’
｜
’

○

|￣
'○ 卜’

外’

１１’ -１’
一
○
○
・

一
ハ
ー
ハ

’
一
○
○

｜
蓋

ハ
九

’
一
○
○

●
●

一
ハ
ー
ハ

’
一
○
○
’

１○ ○’|-
’

○

1-

ド ト
ト ○

六
七

○ '。 １
１

Ⅲ
同

F1
ＦＦ ○

し

●
●

一
○
○
’

后
。

’
一
○
○ |≦

’
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孝
文
後
期

前
期
小
ｆ
計

前
期
年
代
不
明

孝
文
前
期

献
文

文
成

太
武

明
元

道
武

○

六
七

一
○
○

一
五

○〉

五
四

六(
九

○

○

一
○
○

一
○
○

○

○

一
○
○

○

○

一
○
○

○

○

一
ハ
ー
ハ

一
ハ
ー
ハ

○

○

一
○
○

一
○
○

○

○

○

○

○

一
ハ
ー
ハ

宗
室

外
戚

そ
の
他

小
計

胡
族

○

○

○

○

￣

￣￣､

－－

－

￣－－

－

－

￣

○

○

○

○

六
七

六
七

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

外
戚

そ
の
他

小
計

漢
族

○ 。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

不
明

一
○
○ (。

斎。

一
○
○

一
○
○

一
○
○

九
九

一
○
○ ○

九
九

計

全
期
ト
ョ
合
裂
一
計

全
期
年
代
不
明

後
期
一
小
計
｛

後
期
年
代
不
明

一｝五

－￣

￣

－－ ○
－－

一

一 ○

四 ○

一二

－

－￣
一

一

一

九

○ ○

七1
－

－◇宅 ○

八
一

一

一 ○

○ ○

四
○ 五



〔
三
〕
尚
書
左
右
僕
射

尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
者
は
、
全
体
で
七
四
名
認
め
ら
れ
る
。
（
尚
書
左
右
僕
射
の
中
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
に
就
い
た
場
合
を
一
名
と

数
え
た
。
）
任
官
時
期
を
み
る
と
、
前
期
二
の
明
元
帝
代
、
後
期
の
後
廃
帝
代
を
除
く
、
各
時
期
に
任
官
者
が
各
々
認
め
ら
れ
る
。
任

官
者
は
、
前
期
一
が
一
名
、
前
期
二
が
一
名
（
前
期
二
・
’
一
一
に
跨
っ
て
在
任
）
、
前
期
一
一
一
は
一
六
名
、
後
期
は
五
四
名
で
あ
る
。
北
魏

の
前
期
と
後
期
に
分
け
て
任
官
者
を
み
る
と
、
前
期
は
一
八
名
、
後
期
は
五
四
名
、
全
期
の
任
官
年
代
不
明
者
は
二
名
で
あ
る
。
（
第

※
単
位
は
％
で
あ
る

※
数
値
は
小
数
点
第

し
た
。

位
以
下
は
、
四
捨
五
入
し
た
も
の

●●●●●●

●

●●●●●●

ハノ●●●●●●
●●●●

算

kト・……
数

ﾄﾞﾄﾄ……○

:|｜….．…
`圓川:..:::：

－２１９－

全
』
圭
期
》
一
合
計

全
期
年
代
不
明

後
「
期
小
計

後
期
年
代
不
明

孝
武

後
廃

前
廃

元
嘩

孝
荘

孝
明

宣
武

三
八

二
○

五
二

一
○
○

一
○
○ ○ ○ ○

七
五

五
八

二
五

八 ○ ○ ○ ○ ○

一
○
○ ○

一
四

二
五

一

一

一

一

一

四
○ ○ ○ ○ ○ ○

二
五 ○

二
五

七’
八‘

六
○ 計八；

七：

一
○
○

一
○
○ ○ ○

一
○
○

一
○
○

七
二

七
五

!￣

－－

－－ ○ ４四 ○ ○ ○ ○ ○ ○

一
四 ○

－－

)七

二
○ 九 ○ ○ ○ ○ ○ ○

一
四

二
五

二
○

二
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二
八

二
五

二

二
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＯＩＦ
Ｏ

一
○
○ Ｏｉ

ｏ；

一
○
○

一
○
○ ○ ○

一
○
○

一
○
○

’
○
○

一
○
○



次
に
胡
族
・
漢
族
に
分
け
て
任
官
者
を
み
る
と
、
胡
族
が
五
一
名
で
、
全
任
官
者
七
四
名
に
占
め
る
割
合
が
六
九
％
で
あ
る
。
（
第

帥

七
表
・
第
八
表
参
照
）
こ
れ
に
対
し
て
、
漢
族
は
一
一
一
一
一
名
で
、
任
官
者
全
体
に
占
め
る
割
合
が
一
二
一
％
で
あ
る
。
（
第
七
表
・
第
八
表

参
照
）
胡
族
が
漢
族
を
圧
倒
し
て
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

胡
族
・
漢
族
に
分
け
て
任
官
時
期
を
み
る
と
、
胡
族
は
、
前
期
二
の
明
元
帝
代
、
後
期
の
元
嘩
代
・
前
廃
帝
代
・
後
廃
帝
代
を
除
く
、

各
時
期
に
任
官
者
が
各
々
認
め
ら
れ
る
。
漢
族
の
任
官
者
の
い
る
時
期
は
、
前
期
一
一
・
三
の
太
武
帝
代
、
前
期
三
の
献
文
帝
代
・
孝
文

帝
代
前
期
、
後
期
の
孝
文
帝
代
後
期
・
宣
武
帝
代
・
孝
明
帝
代
・
孝
荘
帝
代
・
孝
武
帝
代
で
あ
る
。
孝
武
帝
代
に
漢
族
任
官
者
が
胡
族

任
官
者
よ
り
三
名
だ
け
多
か
っ
た
以
外
は
、
残
り
の
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
漢
族
が
胡
族
を
上
回
る
こ
と
は
な
い
。
（
第
七
表

参
照
）
次
に
胡
族
任
官
者
の
出
自
に
注
目
し
よ
う
。

北
魏
の
前
期
と
後
期
に
分
け
て
任
官
者
を
み
る
と
、
前
期
は
胡
族
が
一
四
名
、
漢
族
が
四
名
、
後
期
は
胡
族
が
三
六
名
、
漢
族
が
一

八
名
で
あ
る
。
（
第
七
表
参
照
）
前
期
任
官
者
総
数
に
占
め
る
割
合
は
胡
族
が
七
八
％
、
漢
族
が
二
二
％
、
後
期
任
官
者
総
数
に
占
め

る
割
合
は
胡
族
が
六
七
％
、
漢
族
が
三
三
％
で
あ
る
。
（
第
八
表
参
照
）
前
期
・
後
期
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
胡
族
が
漢
族
を
上
回
っ

て
い
る
。
但
し
後
期
に
お
い
て
前
期
に
比
べ
て
漢
族
の
比
率
が
高
く
な
っ
た
こ
と
は
、
注
意
さ
れ
る
。
次
に
胡
漢
両
族
任
官
者
の
出
自

北
魏
全
期
に
亘
る
胡
族
任
官
者
の
出
自
を
、
宗
室
元
氏
（
拓
敬
氏
）
・
外
戚
・
そ
の
他
に
分
け
て
み
る
と
、
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）

が
三
一
名
、
外
戚
が
四
名
、
そ
の
他
が
一
六
名
で
あ
る
。
（
第
七
表
参
照
）
胡
漢
両
族
任
官
者
全
体
に
占
め
る
比
率
は
、
各
々
四
二
％
、

五
％
、
二
二
％
で
あ
り
、
宗
室
元
氏
（
拓
蹴
氏
）
が
最
も
高
い
割
合
を
占
め
た
。
（
第
八
表
参
照
）
漢
族
任
官
者
の
出
自
を
、
外
戚
・

そ
の
他
に
分
け
て
み
る
と
、
外
戚
が
七
名
、
そ
の
他
が
一
六
名
で
あ
る
。
（
第
七
表
参
照
）
胡
漢
両
族
任
官
者
全
体
に
占
め
る
比
率
は
、

て
い
る
。
但
し
》

に
注
目
し
た
い
。

幡

七
表
参
照
）

220



外
戚
が
九
％
、
そ
の
他
が
二
二
％
で
あ
る
。
（
第
八
表
参
照
）
宗
室
元
氏
（
拓
敵
氏
）
出
身
の
任
官
者
は
、
胡
族
・
漢
族
を
合
わ
せ
た

任
官
者
全
体
の
四
二
％
に
も
達
し
、
任
官
者
全
体
の
最
大
多
数
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
（
第
八
表
参
照
）
外
戚
に
つ
い
て
は
、
胡
族
が

五
％
、
漢
族
が
九
％
、
都
合
一
四
％
を
占
め
て
い
る
。
漢
族
の
外
戚
が
胡
族
の
外
戚
を
上
回
っ
て
い
る
（
第
八
表
参
照
）
。
胡
漢
両
族

風

と
も
に
、
外
戚
の
中
で
、
任
官
者
が
特
定
の
家
に
偏
っ
て
い
る
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。

そ
の
他
の
出
身
者
は
、
胡
族
が
一
一
一
一
％
、
漢
族
が
二
一
一
％
、
都
合
四
四
％
に
達
し
、
｜
｜
分
の
一
近
く
を
占
め
て
い
る
。
（
第
八
表
参

滅

照
）
し
か
し
な
が
ら
、
胡
漢
両
族
と
も
に
、
そ
の
他
の
中
で
、
任
官
者
が
特
定
の
家
に
偏
っ
て
い
る
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。

任
官
者
を
出
自
に
分
け
て
年
代
別
に
み
る
と
、
北
魏
前
期
の
胡
漢
両
族
の
任
官
者
一
八
名
中
、
胡
族
は
宗
室
元
氏
（
拓
敬
氏
）
が
四

名
、
外
戚
が
○
名
、
そ
の
他
が
一
○
名
で
あ
り
、
漢
族
は
外
戚
が
○
名
、
そ
の
他
が
四
名
で
あ
る
。
後
期
は
、
胡
漢
両
族
の
任
官
者
五

四
名
中
、
胡
族
は
宗
室
元
氏
（
拓
賊
氏
）
が
二
六
名
、
外
戚
が
四
名
、
そ
の
他
が
六
名
、
漢
族
は
外
戚
が
七
名
、
そ
の
他
が
一
一
名
で

あ
る
。
（
第
七
表
参
照
）
北
魏
前
期
よ
り
む
し
ろ
後
期
の
方
が
、
宗
室
元
氏
（
拓
敵
氏
）
の
任
官
者
が
大
幅
に
増
加
し
た
。
胡
漢
両
族

を
併
せ
た
全
任
官
者
中
宗
室
元
氏
（
拓
倣
氏
）
が
占
め
る
割
合
は
、
北
魏
前
期
が
二
二
％
で
あ
り
、
後
期
は
四
九
％
で
あ
る
。
後
期
の

方
が
、
極
め
て
高
く
な
る
。
北
魏
後
期
に
お
い
て
各
時
期
の
全
任
官
者
中
に
宗
室
元
氏
（
拓
蹴
氏
）
が
占
め
る
割
合
は
、
孝
文
帝
代
後

期
が
七
○
％
、
宣
武
帝
代
が
五
六
％
、
孝
明
帝
代
が
四
四
％
、
孝
荘
帝
代
が
四
五
％
、
元
曄
代
が
○
％
、
前
廃
帝
代
が
一
○
○
％
、
後

廃
帝
代
・
孝
武
帝
代
が
○
％
で
あ
る
。
と
く
に
孝
文
帝
代
後
期
・
宣
武
帝
代
・
前
廃
帝
代
に
各
時
期
の
全
任
官
者
中
の
半
数
以
上
に
達

し
て
い
る
。
上
述
し
た
如
く
、
宗
室
元
氏
（
拓
敬
氏
）
の
任
官
者
が
認
め
ら
れ
る
前
廃
帝
代
と
○
名
で
あ
る
後
廃
帝
代
と
が
重
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
北
魏
後
期
に
お
い
て
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）
の
任
官
者
が
○
名
で
あ
っ
た
の
は
、
元
曄
代
と
孝
武
帝
代
で
あ
る
と
言

え
る
。
孝
武
帝
代
以
前
で
は
、
宗
室
元
氏
（
拓
駁
氏
）
の
任
官
者
が
○
名
で
あ
っ
た
の
は
、
わ
ず
か
五
ヶ
月
間
の
元
曄
代
と
み
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
（
第
八
表
参
照
）
先
に
前
期
に
比
べ
て
後
期
の
方
が
胡
族
の
割
合
が
増
え
、
そ
の
中
で
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）
の
任
官
者

－２２１－



が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
旨
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
後
期
に
お
い
て
前
廃
帝
代
ま
で
元
曄
代
を
除
い
た
時
期
に
宗
室
元
氏
（
拓
散

氏
）
が
任
官
者
中
高
い
割
合
を
保
っ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

右
僕
射
任
官
者
実
数
表
（
第
七
表
）

－２２２－

元
曄

孝
荘

孝
明

宣
武

孝
文
後
期

前
Ｊ
期
小
Ⅱ
》
計

前
期
年
代
不
明

孝
文
前
期

献
文

文
成

太
武

明
元

道
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○

○

○

四

八

八

一
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五
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四
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四
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戚

そ
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胡
族
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四
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四

四

○
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○

外
戚

そ
の
他

小
計

漢
族

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

不
明

九

一
八 九 九

一
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｜
：
Ｉ 太
武

「明
元 【

■
「
Ｉ
Ｉ
Ｌ

※
単
位
は
名
（
人
）
で
あ
る
。

※
前
期
年
代
不
明
は
、
前
期
小
計
に
含
む
。
後
期
年
代
不
明
は
、
後
期
小
計
に
含
む
。
全
期
合
計
は
、
前
期
小
計
、
後
期
小
計
、
全
期
年
代
不
明
を
合

算
し
た
数
値
で
あ
る
。

期
年
代
不

‐
‐
－
‐
‐
－
．
‐
Ⅱ
１
．
０
１

後
〈
期
小
計

廩
萌
。

孝
武尚
書
左
右
僕
射
任
官
者
割
合
表
（
第
八
表
）
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献
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文
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明
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六
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年
代
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年
代
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※
単
位
は
％
で
あ
る
。

※
数
値
は
小
数
点
第
一
位
以
下
を
、
四
捨
五
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
各
年
代
毎
の
合
算
し
た
全
体
の
数
値
が
一
○
○
と
な
る
よ
う
に
，
適
宜
調
整

し
た
。
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と
こ
ろ
で
小
論
で
は
、
統
計
的
手
法
を
用
い
て
、
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
者
を
分
析
し
、
そ
の
任
官
者
数
．

配
置
状
況
か
ら
か
ら
み
て
北
魏
全
期
に
お
い
て
、
胡
族
が
、
そ
し
て
と
く
に
宗
室
元
氏
（
拓
賊
氏
）
が
後
期
に
お
い
て
尚
書
省
の
運
営

に
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
上
述
し
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
四
○
年
余
り
と
い
う
時
間
の
幅
を

設
け
て
政
治
上
の
動
向
を
捨
象
し
て
数
量
の
上
か
ら
把
捉
し
た
事
柄
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

以
上
北
魏
尚
書
省
の
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
者
を
、
胡
漢
に
区
分
し
、
さ
ら
に
胡
族
は
宗
室
元
氏
（
拓
敗
氏
）

・
外
戚
・
そ
の
他
に
分
け
、
漢
族
は
外
戚
・
そ
の
他
に
分
け
て
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
北
魏
の
全
時
期
に
お
い
て
、
上
述
の
い
ず
れ

の
官
に
つ
い
て
も
、
そ
の
任
官
者
数
に
お
い
て
、
唯
一
孝
武
帝
代
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
者
中
漢
族
が
胡
族
よ
り
多
か
っ
た
時
期
を
除

い
て
、
胡
族
が
漢
族
を
上
回
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
胡
族
に
属
す
る
宗
室
元
氏
（
拓
践
氏
）
は
北
魏
全
期

に
亘
っ
て
胡
漢
両
族
を
通
し
て
任
官
者
が
最
も
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
北
魏
代
全
期
に
お
い
て
胡
族
が
、
と
り
わ
け
宗
室
元
氏

（
拓
跣
氏
）
が
尚
書
省
の
運
営
に
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
時
期
毎
に
み
る
と
、
北
魏
前
期

に
元
氏
（
拓
賊
氏
）
が
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
僕
射
の
す
べ
て
の
官
に
各
皇
帝
の
治
世
と
い
う
幅
で
は
あ
る
が
同
時
に
就
い
た
時

期
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
北
魏
後
期
に
は
任
官
者
が
大
幅
に
増
え
、
全
任
官
者
中
に
占
め
る
割
合
が
録
尚
書
事
・
尚

書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
い
ず
れ
の
官
も
五
○
％
を
超
え
る
高
い
数
値
を
示
し
た
時
期
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
と
く
に
孝
文
帝

代
後
期
か
ら
孝
荘
帝
代
に
か
け
て
、
元
氏
は
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
僕
射
の
す
べ
て
に
任
官
者
を
出
し
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
北
魏
後
期
に
お
い
て
宗
室
元
氏
（
拓
蹴
氏
）
が
尚
書
省
の
運
営
に
占
め
る
比
重
が
前
期
に
比
べ
て
高
ま
っ
た
こ
と
を
晴

示
し
て
い
る
。

結
語

－２２５－



録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
任
官
者
が
、
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）
を
除
い
て
、
胡
漢
両
族
の
外
戚
・
そ
の
他
の
特
定
の

一
族
に
偏
っ
て
集
中
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
任
官
者
が
少
数
と
は
い
え
、
北
魏
末
の
動
乱
か
ら
堀
起
し
て
外
戚
の
地
位
を
得
た
爾

朱
栄
の
如
く
、
孝
荘
帝
代
に
宗
室
元
氏
（
拓
敬
氏
）
が
尚
書
省
高
官
を
多
く
占
め
て
い
た
尚
書
省
を
録
尚
書
事
と
し
て
統
轄
し
、
政
権

を
璽
断
し
た
例
が
認
め
ら
れ
る
。
貧
魏
書
』
七
四
爾
朱
栄
伝
）
し
た
が
っ
て
胡
族
が
、
と
く
に
宗
室
元
氏
（
拓
敗
氏
）
が
尚
書
省
の
運

営
に
ど
の
程
度
関
与
し
た
の
か
、
確
認
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
小
論
が
統
計
的
手
法
で
得
た
上
記
の
三
官
の
任
官
者
の
傾
向
を

踏
ま
え
、
統
計
的
手
法
の
限
界
を
弁
え
な
が
ら
、
北
魏
の
政
治
的
動
向
を
視
野
に
収
め
て
、
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

孝
文
帝
代
後
期
は
、
潟
太
后
亡
き
後
の
最
高
権
力
者
と
な
っ
た
孝
文
帝
が
尚
書
省
を
大
い
に
重
要
視
し
た
時
期
で
あ
る
。
ま
た
宗
室

元
氏
（
拓
敗
氏
）
が
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
僕
射
の
す
べ
て
に
任
官
者
を
配
し
た
北
魏
後
期
の
最
初
の
時
期
に
当
た
る
。
孝
文
帝

自
身
の
意
志
が
か
か
る
人
事
に
強
く
作
用
し
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
如
何
な
る
政
治
的
背
景
が
あ
っ
た
の
か
、
他
日
稿
を
改
め
て
検
討

し
た
い
。

１

③
川
本
芳
昭
「
北
魏
の
内
朝
」

書
院
一
九
九
八
年
所
収
）

④
佐
藤
賢
「
北
魏
前
期
の
雪 函汪

北
魏
代
前
期
に
鮮
卑
制
と
漢
制
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
以
下
の
研
究
を
参
照
。

①
厳
耀
中
『
北
魏
前
期
政
治
制
度
』
（
吉
林
教
育
出
版
社
一
九
九
○
年
六
一
～
七
六
頁
）

②
陳
琳
國
『
魏
晋
南
北
朝
政
治
制
度
研
究
』
（
文
津
出
版
社
一
九
九
四
年
九
五
頁
、
九
九
～
二
五
頁
）

③
川
本
芳
昭
「
北
魏
の
内
朝
」
弓
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
六
一
九
七
七
年
、
の
ち
『
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
汲
古

『
内
朝
』

『
外
朝
』
と
胡
漢
問
題
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
八
八
二
○
○
二
年
）
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３

①
鄭
欽
仁
一

年
）
参
照
。

①
蘇
慶
彬
一

⑤
窪
添
慶
文
『
魏
晋
南
北
朝
官
僚
制
研
究
』
（
汲
古
書
院
二
○
○
三
年
一
二
頁
）

と
く
に
③
研
究
は
、
鮮
卑
制
の
内
朝
官
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
研
究
で
あ
る
。

②
書
九
九
～
一
○
四
頁
、
⑤
書
一
二
頁
で
は
、
③
研
究
を
踏
ま
え
て
、
北
魏
前
期
に
お
い
て
皇
帝
が
内
朝
を
通
し
て
外
朝
を
制
御

し
た
と
い
う
理
解
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

①
鄭
欽
仁
『
北
魏
中
書
省
考
』
（
国
立
台
湾
大
学
一
九
六
五
年
）
、
②
同
上
『
北
魏
官
僚
機
構
続
篇
』
（
稲
禾
出
版
社
一
九
九
五

蘇
慶
彬
「
元
魏
北
斉
北
周
政
権
下
漢
人
勢
力
之
推
移
」
（
『
新
亜
学
報
』
六
’
二
一
九
六
四
年
）
は
、
万
斯
同
『
魏
将
相
年
表
』

に
よ
っ
て
北
魏
及
び
東
西
両
魏
に
お
い
て
将
相
に
就
い
た
も
の
の
出
自
を
、
相
職
と
将
職
に
分
け
て
、
分
析
し
て
い
る
。
相
職

に
限
っ
て
言
え
ば
、
相
職
の
任
官
者
を
、
北
魏
代
及
び
東
西
両
魏
代
の
各
年
毎
に
、
胡
漢
両
族
に
分
け
て
各
々
の
人
数
を
割
り

出
し
、
各
皇
帝
の
治
世
毎
に
合
算
し
た
任
官
者
総
数
を
弾
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
各
皇
帝
の
治
世
毎
の
任
官
者
総
数

中
に
占
め
る
胡
漢
の
任
官
者
の
占
め
る
比
率
を
各
々
算
出
し
て
比
較
し
て
い
る
。
同
研
究
所
載
「
元
魏
歴
朝
胡
漢
将
相
比
較
表
」

参
照
。
例
え
ば
孝
文
帝
代
四
九
九
年
（
太
和
二
三
年
）
の
相
職
の
任
官
者
数
は
、
胡
族
が
一
○
人
、
漢
族
が
六
人
、
孝
文
帝
代

の
任
官
者
総
数
は
胡
族
が
二
五
○
人
、
漢
族
が
一
三
六
人
、
比
率
は
胡
族
が
六
四
・
八
％
、
漢
族
が
一
一
一
五
・
一
一
％
と
示
し
て
あ

る
。
蘇
氏
の
研
究
に
よ
り
、
北
魏
代
の
相
職
任
官
者
数
を
各
皇
帝
の
治
世
毎
に
み
る
と
、
い
ず
れ
の
治
世
に
お
い
て
も
胡
族
が

漢
族
を
上
回
っ
て
い
る
。
『
魏
将
相
年
表
』
に
は
、
相
職
と
し
て
、
相
国
・
丞
相
・
太
宰
・
太
師
・
太
傅
・
太
保
・
太
尉
・
司
徒
・

司
空
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・
中
書
監
・
中
書
令
・
侍
中
・
給
事
黄
門
侍
郎
の
任
官
者
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
蘇
氏
が

『
魏
将
相
年
表
』
に
基
づ
い
て
、
相
職
と
数
え
た
も
の
の
中
に
は
、
『
魏
将
相
年
表
』
所
載
の
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
以
外
に

も
、
相
国
・
丞
相
・
太
宰
・
太
師
・
太
傅
・
太
保
・
太
尉
・
司
徒
・
司
空
・
中
書
監
・
中
書
令
・
侍
中
・
給
事
黄
門
侍
郎
な
ど
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②
康
楽
「
代
人
集
団
的
形
成
与
発
展
－
拓
祓
魏
的
国
家
基
礎
」
（
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
六
一
－
三
一
九
九
○
年
、
の
ち

『
従
西
郊
到
南
郊
－
国
家
祭
典
与
北
魏
政
治
』
稲
禾
出
版
社
一
九
九
五
年
所
収
）
は
、
二
通
り
の
方
法
で
将
相
大
臣
の
任

官
者
を
示
し
て
い
る
。
〔
Ａ
〕
一
一
期
（
ｉ
二
一
一
九
六
～
四
九
○
、
Ⅱ
帥
四
九
○
～
五
二
七
）
に
分
け
、
将
相
大
臣
の
任
官
者
を

代
人
・
中
原
士
族
・
そ
の
他
・
領
酋
に
そ
の
出
身
を
分
類
し
、
各
時
期
毎
に
各
々
任
官
者
総
数
と
任
官
者
全
体
に
占
め
る
比
率

を
算
出
し
て
い
る
。
加
え
て
北
魏
代
全
体
の
任
官
者
総
数
と
任
官
者
全
体
に
占
め
る
比
率
を
、
挙
げ
て
い
る
。
同
研
究
所
載
の

「
将
相
大
臣
比
率
表
」
［
｜
］
・
「
将
相
大
臣
比
率
図
」
参
照
。
例
え
ば
三
九
六
～
四
九
○
年
の
時
期
の
任
官
者
総
数
は
一
八
二

人
で
あ
り
、
代
人
・
中
原
士
族
・
そ
の
他
・
領
酋
は
人
数
が
各
々
一
六
九
人
、
一
○
人
、
一
一
一
人
、
○
人
で
あ
り
、
比
率
が
九
二
・

八
％
、
五
・
四
％
、
一
・
六
％
、
○
％
で
あ
る
。
〔
Ｂ
〕
四
期
（
ｉ
二
一
一
九
六
～
四
一
一
一
一
一
、
Ⅱ
恥
四
二
三
～
四
五
一
一
、
》
Ⅲ
“
四

五
二
～
四
九
○
、
．
Ⅳ
卯
四
九
○
～
五
二
七
）
に
分
け
、
将
相
大
臣
の
任
官
者
を
代
人
貴
族
・
王
室
附
庸
・
中
原
士
族
・
そ
の
他
・

領
酋
に
そ
の
出
身
を
分
類
し
、
各
時
期
毎
に
各
々
任
官
者
総
数
と
任
官
者
全
体
に
占
め
る
比
率
を
算
出
し
て
い
る
。
同
研
究
所

載
の
「
将
相
大
臣
比
率
表
」
［
三
・
「
将
相
大
臣
比
率
図
」
参
照
。
加
え
て
北
魏
代
全
体
の
任
官
者
総
数
と
任
官
者
全
体
に

占
め
る
比
率
を
、
挙
げ
て
い
る
。
例
え
ば
一
一
一
九
六
～
四
一
一
三
年
の
時
期
の
任
官
者
総
数
は
一
一
一
七
人
で
あ
り
、
代
人
貴
族
・
王
室

附
庸
・
中
原
士
族
・
そ
の
他
・
領
酋
は
人
数
が
各
々
｜
四
人
、
一
九
人
、
四
人
、
○
人
、
○
人
で
あ
り
、
比
率
が
三
七
・
八
％
、

五
一
・
三
％
、
’
○
・
八
％
、
○
％
、
○
％
で
あ
る
。
〔
Ａ
〕
・
〔
Ｂ
〕
二
通
り
の
分
析
方
法
中
、
分
類
方
法
に
つ
い
て
整
理

す
る
と
、
〔
Ａ
〕
の
代
人
は
〔
Ｂ
〕
の
代
人
貴
族
・
王
室
附
庸
を
併
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
〔
Ａ
〕
の
分
類
方
法
に
よ
り
胡
漢
両

族
を
整
理
す
る
と
、
胡
族
は
代
人
（
代
人
貴
族
・
王
室
附
庸
）
・
そ
の
他
・
領
酋
で
あ
り
、
漢
族
は
中
原
士
族
で
あ
る
。
〔
Ａ
〕
．

が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
尚
書
省
官
で
あ
る
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
は
、
上
記
の
他
の
諸
官
と
分
け
て
明
示
さ
れ
て

い
な
い
。

228



〔
Ｂ
〕
ど
ち
ら
の
分
析
方
法
に
よ
っ
て
も
、
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
胡
族
の
任
官
者
数
が
漢
族
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
将
相
大
臣
の
中
に
は
相
職
と
将
職
が
含
ま
れ
、
相
職
に
は
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
・

尚
書
な
ど
の
尚
書
省
高
官
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
構
成
に
関
し
て
別
途
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
。

③
吉
岡
真
「
北
朝
晴
唐
支
配
層
の
推
移
」
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
九
「
中
華
の
分
裂
と
再
生
」
’
九
九
九
年
岩
波
書

店
所
収
）
は
、
上
記
の
①
蘇
氏
の
研
究
に
依
拠
し
て
、
各
皇
帝
の
治
世
毎
に
、
胡
漢
両
族
に
分
け
て
、
宰
相
位
（
相
職
）
就
任

者
が
全
任
官
者
に
占
め
る
比
率
を
示
し
て
い
る
。
同
研
究
所
載
「
図
三
北
魏
朝
に
お
け
る
宰
相
位
就
任
者
の
種
族
的
比
率

（
三
八
六
－
五
三
四
年
）
」
参
照
。
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
胡
族
の
比
率
が
漢
族
の
比
率
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
た
だ
へ
①
蘇
氏
の
研
究
同
様
、
相
職
の
中
に
は
、
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
な
ど
の
尚
書
省
高
官
が
含
ま
れ
る
と
み

ら
れ
る
が
、
尚
書
省
高
官
以
外
の
他
の
諸
官
と
分
け
て
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
政
権
中
枢
部
の
胡
漢
両
族
か
ら
成
る
人
的

構
成
を
北
魏
前
期
（
一
一
一
八
六
－
四
七
○
ま
た
は
四
九
九
年
）
・
北
魏
後
期
（
四
七
一
－
五
三
四
年
）
・
北
魏
全
時
期
合
計
に
分

け
て
、
胡
漢
両
族
の
比
率
を
分
析
し
て
い
る
。
北
魏
前
期
（
三
八
六
－
四
七
○
ま
た
は
四
九
九
年
）
・
北
魏
後
期
（
四
七
一
－

五
三
四
年
）
に
つ
い
て
、
各
時
期
の
非
漢
族
が
最
高
比
率
を
占
め
た
時
期
及
び
漢
族
が
最
高
比
率
を
占
め
た
時
期
に
お
け
る
漢

族
・
非
漢
族
の
比
率
、
各
時
期
の
全
体
の
漢
族
・
非
漢
族
の
平
均
比
率
を
提
示
し
て
い
る
。
北
魏
全
時
期
合
計
で
は
、
政
権
中

枢
部
と
官
僚
機
構
上
部
の
ほ
ぼ
全
体
の
漢
族
・
非
漢
族
の
平
均
比
率
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
胡
族

（
非
漢
族
）
が
漢
族
を
上
回
っ
て
い
る
。
例
え
ば
漢
族
が
最
高
比
率
を
占
め
た
時
期
は
四
七
一
～
四
九
九
年
で
あ
る
。
当
該
時

期
は
、
吉
岡
氏
の
前
期
・
後
期
の
時
期
区
分
で
は
、
前
期
に
も
後
期
に
も
入
り
得
る
。
前
期
で
も
後
期
で
も
胡
漢
両
族
が
占
め

る
比
率
は
、
い
ず
れ
も
胡
族
が
六
四
・
七
％
、
漢
族
が
三
五
・
二
％
で
あ
る
。
同
研
究
所
載
の
「
図
四
北
魏
朝
の
官
僚
機
構

上
部
の
人
的
構
成
（
三
八
六
－
五
三
四
年
）
」
参
照
。
た
だ
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
な
ど
の
尚
書
省
官
を
分
け
て
、
明
示
し
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⑥
『
魏
書
』
一
一
太
祖
本
紀
一
一
皇
始
元
年
（
三
九
六
）
九
月
の
条
に
、
「
井
州
平
。
初
建
台
省
、
置
百
官
、
封
公
侯
。
将
軍
・
太

守
・
尚
書
郎
以
下
、
悉
用
文
人
。
」
と
あ
る
。
文
人
と
は
、
漢
族
士
人
で
あ
ろ
う
。
尚
書
省
郎
官
は
、
漢
族
士
人
が
任
命
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
。
但
し
、
そ
の
任
官
者
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
今
後
具
体
的
に
分
析
し
て
い

（
同
上
書
三
○
七
～
三
一
五
頁
）

佃
尚
書
省
は
宰
相
機
構
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
、
以
下
の
研
究
を
参
照
。

①
注
側
祝
氏
書
二
四
二
～
二
四
六
頁
参
照
。

②
張
金
龍
「
北
魏
孝
文
帝
用
人
政
策
及
其
在
改
革
中
的
作
用
」
（
『
北
朝
研
究
』
一
九
九
一
年
下
半
年
刊
、
の
ち
『
北
魏
政
治
与
制

度
論
稿
』
甘
粛
教
育
出
版
社
二
○
○
三
年
）

③
同
『
北
魏
政
治
史
研
究
』
（
甘
粛
教
育
出
版
社
一
九
九
六
年
一
八
八
頁
）
参
照
。

①
祝
氏
書
は
、
宰
相
で
あ
る
要
件
と
し
て
、
議
政
権
並
び
に
監
督
百
宮
執
行
権
を
有
す
る
こ
と
を
挙
げ
、
両
漢
魏
晋
南
北
朝
時
代

の
宰
相
制
度
を
論
じ
て
い
る
。
北
魏
代
尚
書
省
が
宰
相
機
構
で
あ
っ
た
と
す
る
論
拠
は
、
①
②
③
は
、
と
も
に
本
文
で
引
用
し

た
孝
文
帝
の
発
言
で
あ
る
が
、
③
は
尚
書
僕
射
李
沖
を
『
宰
事
』
と
呼
称
し
た
こ
と
（
『
魏
書
』
六
二
李
彪
伝
）
を
論
拠
に
加

４

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

中
書
省
・
門
下
省
が
担
っ
た
、
主
要
な
職
掌
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
中
書
省
は
皇
帝
の
詔
命
を
起
草
し
た
。
（
祝
総
斌
『
両
漢
魏
晋

南
北
朝
宰
相
制
度
研
究
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
一
九
九
○
年
三
六
八
～
一
一
一
七
八
頁
）
門
下
省
は
、
（
ｉ
）
皇
帝
の
左
右

に
陪
侍
し
、
謀
議
に
参
与
し
、
諌
課
す
る
こ
と
、
（
Ⅱ
）
尚
書
の
奏
事
を
評
定
・
決
断
、
（
通
）
詔
書
の
署
名
・
下
送
で
あ
る
。

え
て
い
る
。

て
は
い
な
い
。
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⑦
窪
添
氏
書
序
章
は
、
日
本
に
お
け
る
研
究
を
中
心
に
南
北
朝
官
僚
制
に
関
す
る
研
究
史
全
体
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
序
章

に
お
い
て
、
北
魏
の
尚
書
省
に
関
す
る
研
究
に
言
及
し
て
い
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
Ⅱ
エ
パ
ー
ハ
１
卜
今
己
⑪
切
目
・
宮
‐
罰
の
一
ｓ
ｚ
Ｃ
ａ
Ｏ
ご
自
切
》
》
（
国
・
』
団
昌
］
’
九
四
九
年
一
一
八
～
一
一
九
頁
、

’
’
’
一
｜
～
一
二
一
一
一
頁
、
一
三
一
一
～
一
三
一
一
一
頁
）

ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
Ⅱ
エ
パ
ー
ハ
ー
ト
氏
は
、
北
魏
代
と
東
魏
代
の
任
官
者
の
総
計
を
尚
書
令
は
四
四
名
、
尚
書
左
僕
射
は
三
一
名
、

尚
書
右
僕
射
は
三
八
名
と
、
数
値
を
弾
き
出
し
て
い
る
。
（
一
一
九
頁
一
七
表
）
さ
ら
に
尚
書
令
・
尚
書
左
僕
射
・
尚
書
右
僕
射

の
各
官
別
に
、
そ
の
任
官
年
に
従
っ
て
任
官
者
の
名
を
列
挙
し
て
い
る
。
（
一
一
一
一
一
～
一
二
一
一
一
頁
、
一
一
一
一
一
一
～
一
一
一
一
一
一
一
頁
）
そ
の

任
官
者
数
の
中
に
は
、
北
魏
代
の
任
官
者
と
と
も
に
、
東
魏
の
任
官
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
北
魏
代
に
任
官
さ
れ
た
の
は
、
尚
書

令
が
三
六
名
、
尚
書
左
僕
射
が
二
七
名
、
尚
書
右
僕
射
が
一
一
一
四
名
で
あ
る
。
東
魏
で
任
官
さ
れ
た
の
は
、
尚
書
令
が
八
名
、
尚
書

左
僕
射
・
尚
書
右
僕
射
が
各
四
名
で
あ
る
。
た
だ
任
官
者
数
を
各
皇
帝
の
治
世
毎
に
整
理
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
各
時
代
毎

⑥
衰
剛
「
漫
談
漢
魏

⑦
注
Ⅲ
⑤
窪
添
氏
書

⑤
注
Ⅲ
②
陳
氏
書

④
注
凹
祝
氏
書

①
厳
耕
望
「
北
魏
尚
書
制
度
考
」
冑
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
一
八
一
九
四
八
年
）
。

こ
の
他
、
北
魏
の
尚
書
省
制
度
に
論
及
し
た
も
の
と
し
て
、
以
下
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
。

②
窪
添
慶
文
「
北
魏
前
期
の
尚
書
省
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
七
’
七
一
九
七
八
年
、
の
ち
注
仙
⑤
窪
添
氏
書
所
収
）

③
注
Ⅲ
①
厳
氏
書

「
漫
談
漢
魏
晋
南
北
朝
尚
書
台
（
省
）
職
能
的
発
展
及
組
織
機
構
的
変
化
」
爲
北
朝
研
究
』
一
九
九
八
－
一
〔
総
二
九
〕
）

－２３１－



11

の
任
官
状
況
は
、
氏
の
研
｛

⑨
注
仙
④
佐
藤
氏
研
究
参
照
。

佐
藤
氏
の
研
究
は
、
北
魏
代
前
期
に
お
け
る
内
朝
・
外
朝
の
構
成
人
員
を
、
内
朝
が
胡
族
、
外
朝
が
漢
族
か
ら
各
々
構
成
さ
れ

て
い
た
と
い
う
、
注
Ⅲ
③
川
本
氏
研
究
の
説
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
た
め
に
、
胡
漢
の
別
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た
。
そ
の
作

業
の
一
環
と
し
て
、
北
魏
代
前
期
に
尚
書
省
を
構
成
し
た
尚
書
令
・
尚
書
僕
射
・
尚
書
の
任
官
者
を
分
析
し
て
い
る
。
氏
の
研
究

の
主
眼
は
、
北
魏
代
前
期
に
お
け
る
内
朝
・
外
朝
の
構
成
人
員
を
確
認
し
、
両
者
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
お
り
、

尚
書
省
の
構
成
人
員
の
分
析
を
主
目
的
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
小
論
と
は
主
旨
を
異
に
す
る
。
但
だ
大
量
に
上
る
北
魏
代

前
期
に
お
け
る
尚
書
令
・
尚
書
僕
射
・
尚
書
の
任
官
者
を
整
理
・
分
析
し
た
、
氏
の
労
を
多
と
し
た
い
。

張
金
龍
『
北
魏
政
治
史
研
究
』
（
甘
粛
教
育
出
版
社
一
九
九
六
年
一
八
八
頁
）
参
照
。

尚
書
令
は
、
任
官
者
総
数
が
六
名
、
宗
室
貴
族
（
宗
室
元
氏
〔
拓
蹴
氏
〕
）
が
三
名
、
代
姓
貴
族
（
宗
室
元
氏
〔
拓
践
氏
〕
以

外
）
が
三
名
、
漢
族
地
主
（
漢
族
士
大
夫
）
が
○
名
で
あ
る
。
尚
書
僕
射
は
、
任
官
者
総
数
が
八
名
、
宗
室
貴
族
（
宗
室
元
氏

〔
拓
蹴
氏
〕
）
が
四
名
、
代
姓
貴
族
（
宗
室
元
氏
〔
拓
祓
氏
〕
以
外
）
が
三
名
、
漢
族
地
主
（
漢
族
士
大
夫
）
が
一
名
で
あ
る
。
吏

部
尚
書
は
、
任
官
者
総
数
が
五
名
、
宗
室
貴
族
（
宗
室
元
氏
〔
拓
祓
氏
〕
）
が
二
名
、
代
姓
貴
族
（
宗
室
元
氏
〔
拓
践
氏
〕
以
外
）

が
一
名
、
漢
族
地
主
（
漢
族
士
大
夫
）
が
一
名
で
あ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
Ⅱ
エ
パ
ー
ハ
ー
ト
氏
の
提
示
し
て
い
る
資
料
に
基
づ
き
、
北
魏
代
に
任
官
さ
れ
た
宗
室
元
氏
（
拓
賊
氏
）
を
み
る

と
、
尚
書
令
は
任
官
者
三
六
名
中
一
一
一
一
名
（
一
一
一
六
％
）
、
尚
書
左
僕
射
が
一
一
七
名
中
一
一
名
（
四
一
％
）
、
尚
書
右
僕
射
が
三
四
名

中
一
五
名
（
四
四
％
）
で
あ
る
。
（
）
内
は
、
各
官
の
全
任
官
者
中
に
占
め
る
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）
の
割
合
で
あ
る
。

ホ
ル
ム
グ
レ
ン
Ⅱ
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
氏
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
Ⅱ
エ
バ
ー
ハ
ー
ト
氏
の
提
示
し
て
い
る
資
料
に
基
づ
き
、
尚
書
令
の

氏
の
研
究
で
は
明
示
し
て
い
な
い
。

－２３２－



⑫
元
氏
の
任
官
状
況
に
関
し
て
、
以
下
の
研
究
が
あ
る
。

①
窪
添
慶
文
「
河
陰
の
変
小
考
」
（
『
榎
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
史
論
叢
』
山
川
出
版
社
一
九
八
八
年
、
の
ち
注
川
⑤
窪
添
氏
書

挙
さ
れ
て
い
る
。

②
同
「
北
魏
の
宗
室
」
冑
中
国
史
学
』
九
一
九
九
九
年
、
の
ち
往
川
⑤
窪
添
氏
書
所
収
）

①
で
は
時
期
を
河
陰
の
変
直
前
に
限
定
し
て
、
元
氏
が
就
い
た
従
三
品
以
上
の
宮
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
尚
書
令
・

尚
書
僕
射
・
吏
部
尚
書
・
尚
書
が
み
ら
れ
る
。
但
し
こ
れ
ら
の
尚
書
省
官
就
任
者
が
特
出
し
て
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

②
で
は
、
北
魏
全
期
に
亘
っ
て
元
氏
の
就
い
た
官
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
就
任
し
た
官
の
中
で
、
尚
書
省
官
に
関
し
て

焦
点
を
絞
っ
て
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
宣
武
帝
代
・
孝
明
帝
代
に
お
い
て
元
氏
の
就
任
し
た
官
毎
に
任
官
者
名
が
列

所
収
）

と
述
べ
て
い
る
。
Ｓ

勺
四
ｍ
←
、
ロ
ヶ
。
］
四
時
の
彦
】
Ｐ

て
は
、
言
及
が
な
い
。

任
官
者
中
に
宗
室
元
氏
（
拓
駁
氏
）
の
占
め
る
割
合
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
、
五
○
○
年
か

ら
五
三
○
年
ま
で
の
間
の
任
官
者
一
二
名
中
、
漢
族
が
僅
か
二
名
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宗
室
元
氏
（
拓
飯
氏
）
が
七
名
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
（
四
○
百
ｍ
円
の
Ｐ
』
の
：
罵
臼
《
《
ｚ
・
用
言
の
日
三
国
色
、
色
○
・
月
■
の
切
言
□
目
陪
ご
》
○
日
円
の
日
勺
の
門
８
□
は
自
切
》

勺
尉
寸
、
ｓ
ｏ
］
胃
の
宮
Ｐ
＆
句
砦
の
厨
目
句
閂
團
、
訂
目
国
】
、
←
。
ご
』
Ｐ
一
九
八
九
年
）
た
だ
録
尚
書
事
・
尚
書
左
右
僕
射
に
つ
い

て
は
い
な
い
。

注
⑪
張
氏
研
究
に
お
い
て
分
析
し
た
結
果
を
み
る
と
、
孝
文
帝
代
に
お
け
る
尚
書
令
・
尚
書
僕
射
・
吏
部
尚
書
の
い
ず
れ
の
官

の
任
官
者
も
胡
族
が
多
数
を
占
め
、
な
か
で
も
宗
室
元
氏
（
拓
祓
氏
）
（
拓
賊
氏
）
が
四
○
～
五
○
％
に
及
ん
で
い
る
。
た
だ
他

の
時
期
の
尚
書
令
・
尚
書
僕
射
・
吏
部
尚
書
の
任
官
者
に
は
、
触
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
録
尚
書
事
を
尚
書
令
と
分
け
て
分
析
し

－２３３－
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⑬
①
注
、
①
厳
氏
研
究

第
二
表
も
、
録
尚
書
事
任
官
者
表
（
第
九
表
）
（
三
○
名
）
・
尚
書
令
任
官
者
表
（
第
一
○
表
）
（
四
○
名
）
・
尚
書
左
右
僕
射
任

官
者
表
（
第
二
表
）
（
七
四
名
）
を
基
に
作
成
。
北
魏
代
に
は
、
軍
民
両
政
機
能
を
併
せ
持
つ
行
台
が
地
方
に
設
け
ら
れ
た
。

行
台
と
は
、
行
尚
書
台
の
略
称
で
あ
り
、
尚
書
省
の
地
方
出
先
機
関
で
あ
る
。
（
厳
耕
望
『
中
国
地
方
行
政
制
度
史
上
編
四

魏
晋
南
北
朝
地
方
行
政
制
度
下
』
〔
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
一
九
七
三
年
七
九
九
～
八
一
五
頁
〕
参
照
）

行
台
は
、
北
魏
代
初
期
の
道
武
帝
代
に
そ
の
設
置
が
認
め
ら
れ
る
が
、
北
魏
代
末
期
孝
明
帝
代
五
二
三
年
に
六
鎖
の
乱
が
勃
発

②
注
、
②
窪
添
氏
研
究

注
、
①
厳
氏
研
究
に
よ
れ
ば
、
前
期
二
は
尚
書
省
が
廃
止
さ
れ
、
八
部
大
人
制
・
六
部
大
人
制
が
尚
書
省
に
替
わ
っ
て
執
務
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
前
期
二
を
『
中
廃
期
』
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
注
、
②
窪
添
氏
研
究
で
は
、
当
該
時
期
に
左
民
尚

書
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
当
該
時
期
に
左
民
尚
書
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
尚
書
省
が
廃

止
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
故
『
中
廃
期
』
と
言
う
名
称
は
、
採
ら
な
い
。
た
だ
確
認
で
き
る
尚
書
へ
の
任
官
者
は
、
窪
添
氏
の
研

究
に
よ
る
限
り
、
僅
か
に
四
例
で
あ
る
。
当
該
時
期
に
お
い
て
、
尚
書
省
は
全
廃
さ
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
活
動
は
か
な
り

低
調
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
時
期
を
『
衰
退
期
』
と
し
た
。
当
該
時
期
に
関
し
て
は
、
厳
氏
が
尚
書
省

に
替
わ
っ
て
執
務
し
た
と
述
べ
る
八
部
大
人
制
・
六
部
大
人
制
が
ど
の
程
度
機
能
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
残
し
て
置
き
た
い
。

『
魏
書
』
・
『
北
史
』
・
石
刻
史
料
の
各
墓
誌
に
当
た
っ
て
録
尚
書
事
の
任
官
者
を
収
集
・
整
理
し
た
。
第
一
表
は
、
録
尚
書
事

任
官
者
表
（
第
九
表
）
（
三
○
名
）
・
尚
書
令
任
官
者
表
（
第
一
○
表
）
（
四
○
名
）
・
尚
書
左
右
僕
射
任
官
者
表
（
第
一
一
表
）

（
七
四
名
）
を
基
に
作
成
。
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③
牟
発
松

④
祝
総
斌

参
照
。
）

尚
書
省
官
を
帯
び
て
行
台
長
官
と
し
て
赴
任
し
た
り
、
行
台
内
部
の
尚
書
省
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
り
し
て
、
中
央
か
ら
離
れ
た
場

合
が
見
受
け
ら
れ
る
。
行
台
内
部
の
宮
に
つ
い
て
は
、
上
掲
厳
氏
書
七
九
九
～
八
一
五
頁
参
照
。

⑤
古
賀
昭
岑
「
北
朝
の
行
台
に
つ
い
て
そ
の
二
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
五
一
九
七
七
年
）

古
賀
氏
は
、
北
魏
末
の
行
台
内
部
の
長
官
の
尚
書
省
官
名
と
任
官
者
名
、
属
佐
の
尚
書
省
官
名
と
任
官
者
名
を
挙
げ
て
い
る
。

上
掲
③
牟
氏
研
究
は
、
北
魏
末
の
雍
州
駐
在
西
道
行
台
長
官
の
尚
書
官
名
と
任
官
者
名
、
属
佐
の
尚
書
省
官
名
と
任
官
者
名
を

挙
げ
て
い
る
。
ま
た
尚
書
省
官
と
州
刺
史
を
兼
任
し
て
赴
任
し
た
例
も
み
ら
れ
る
。
行
台
内
部
の
尚
書
官
に
就
い
た
場
合
に
は
、

特
別
な
場
合
を
除
い
て
、
首
都
を
離
れ
て
行
台
の
所
在
地
に
赴
任
し
勤
務
し
た
。
州
刺
史
を
兼
任
し
て
赴
任
し
た
場
合
も
、
同
様

で
あ
る
。
行
台
あ
る
い
は
州
に
赴
任
し
た
場
合
は
、
尚
書
省
官
に
任
命
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
中
央
の
尚
書
省
の
運
営
に
関
与

し
て
い
た
と
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
尚
書
省
の
任
官
者
に
は
数
え
な
か
っ
た
。
但
し
以
下
の
者
の
場
合
に
は
、
中
央
の
尚
書

省
の
運
営
に
関
わ
っ
た
と
み
ら
れ
、
任
官
者
の
中
に
数
え
た
。

（
ａ
）
録
尚
書
事
爾
朱
栄
元
天
穆
、
（
ｂ
）
尚
書
令
元
徽
爾
朱
栄
、
（
ｃ
）
尚
書
僕
射
貿
顕
度

以
上
挙
げ
た
者
の
中
、
と
く
に
録
尚
書
事
及
び
尚
書
令
に
就
い
た
爾
朱
栄
は
、
「
身
は
外
に
居
る
と
錐
も
、
恒
に
遙
か
に
朝
廷

し
て
か
ら
以
後
、
各
地
に
多
数
常
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
以
下
の
研
究
を
参
照
。

①
古
賀
昭
岑
「
北
朝
の
行
台
に
つ
い
て
そ
の
一
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
一
九
七
四
年
）

②
同
「
北
朝
の
行
台
に
つ
い
て
そ
の
三
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
七
一
九
七
九
年
）

③
牟
発
松
「
北
朝
行
台
地
方
官
化
考
略
」
（
『
文
史
』
一
一
一
三
一
九
九
○
年
）

④
祝
総
斌
「
関
於
北
魏
行
台
的
両
個
問
題
」
（
『
周
一
良
先
生
八
十
生
日
紀
念
論
文
集
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社

一
九
九
三
年
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⑱
『
魏
書
』
一
一
三
官
氏
志
は
、
北
魏
傘
下
の
一
一
八
姓
を
宗
族
一
○
姓
（
帝
室
一
○
姓
）
・
内
入
諸
姓
・
四
方
諸
姓
に
分
類
し
て

1７

を
制
し
」
と
あ
り
（
『
魏
書
』
七
四
爾
朱
栄
伝
）
、
洛
陽
か
ら
離
れ
て
本
拠
地
晋
陽
に
座
し
て
い
た
と
は
言
え
、
五
二
八
年
に
孝
荘

帝
を
奉
戴
し
て
以
来
、
五
三
○
年
に
孝
荘
帝
に
洛
陽
で
暗
殺
さ
れ
る
ま
で
朝
廷
を
支
配
し
た
。
尚
書
省
も
、
五
一
一
一
○
年
ま
で
爾
朱

栄
の
意
の
ま
ま
に
動
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。

録
尚
書
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
元
天
穆
は
爾
朱
栄
の
義
兄
弟
で
あ
り
、
世
襲
井
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
洛
陽
に
お
い
て
爾
朱
栄

の
筆
頭
代
理
人
と
し
て
立
ち
働
い
た
。
（
『
魏
書
』
七
四
爾
朱
栄
伝
・
『
北
史
』
四
八
同
伝
）

元
徽
は
孝
明
帝
代
五
二
六
年
以
後
に
尚
書
令
に
任
官
し
た
後
、
西
道
行
台
を
加
え
ら
れ
た
が
、
結
局
行
台
に
赴
任
せ
ず
、
洛
陽

に
留
ま
っ
た
。
弓
魏
書
』
一
九
下
元
徽
伝
・
『
北
史
』
一
八
同
伝
）

質
顕
度
は
孝
武
帝
代
五
三
二
年
に
尚
書
左
僕
射
に
任
命
さ
れ
た
当
初
は
行
台
を
兼
任
せ
ず
、
洛
陽
に
い
た
が
、
の
ち
に
徐
州
刺

史
・
東
道
大
行
台
を
兼
任
し
て
任
地
に
赴
い
た
。
（
『
魏
書
』
八
○
貿
顕
度
伝
・
『
北
史
』
四
九
同
伝
）
徐
州
赴
任
前
洛
陽
に
留
ま
っ

て
い
た
時
に
は
尚
書
省
で
僕
射
と
し
て
働
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

北
魏
全
期
で
は
な
い
が
、
前
期
三
及
び
後
期
に
設
け
ら
れ
た
都
曹
尚
書
は
、
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
の
下
位
に
置

か
れ
、
他
の
尚
書
の
上
位
に
位
置
し
て
他
の
尚
書
を
統
轄
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
都
曹
尚
書
の
胡
族
・
漢
族
を
併
せ
た
任
官
者
総

数
は
一
二
名
で
あ
り
、
そ
の
設
置
期
間
が
極
め
て
限
ら
れ
た
が
故
に
、
録
尚
書
事
・
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
に
比
べ
て
少
な
い
。

胡
族
・
漢
族
に
分
け
て
任
官
者
数
を
み
る
と
、
胡
族
が
一
○
名
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
漢
族
二
名
で
あ
る
。
任
官
者
総
数
に
占
め

る
割
合
は
、
胡
族
が
八
三
％
で
あ
り
、
漢
族
一
七
％
で
あ
る
。
絶
対
数
・
割
合
に
お
い
て
、
胡
族
が
漢
族
を
大
き
く
上
回
る
。
こ

の
こ
と
も
、
前
期
三
及
び
後
期
に
限
っ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
尚
書
省
の
運
営
が
胡
族
主
導
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い

る
◎
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注
⑧
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
Ⅱ
エ
バ
ー
ハ
ー
ト
氏
書
に
お
い
て
、
尚
書
令
・
尚
書
左
右
僕
射
が
そ
の
任
官
者
中
胡
族
（
弓
・
宮
）
が
多
数

を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
以
上
の
官
が
胡
族
向
け
の
官
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
該
書
二
九
頁
一
七
表
に
は
、
北
魏
全
期

い
る
。
挑
薇
元
氏
は
、
『
北
朝
胡
姓
考
』
に
お
い
て
、
実
際
は
二
八
姓
を
宗
族
一
○
姓
（
帝
室
一
○
姓
）
・
内
入
諸
姓
・
四
方

諸
姓
に
分
け
て
記
述
し
て
い
る
が
、
目
次
の
上
で
は
『
魏
書
』
’
’
三
官
氏
志
で
は
内
入
諸
姓
・
四
方
諸
姓
に
含
ま
れ
て
い
た
勲

臣
八
姓
を
分
類
項
目
と
し
て
独
立
し
て
設
け
て
い
る
。
さ
ら
に
挑
氏
は
宗
族
一
○
姓
（
帝
室
一
○
姓
）
・
勲
臣
八
姓
・
内
入
諸
姓
・

四
方
諸
姓
に
加
え
て
、
東
胡
諸
姓
・
東
夷
諸
姓
・
甸
奴
諸
姓
・
高
車
諸
姓
・
西
完
諸
姓
・
氏
族
諸
姓
・
寶
族
姓
氏
・
褐
族
諸
姓
・

西
域
諸
姓
が
北
魏
を
含
め
た
北
朝
に
存
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
挑
薇
元
『
北
朝
胡
姓
考
』
科
学
出
版
社
一
九
五
八
年
）

目
次
上
敢
え
て
勲
臣
八
姓
を
独
立
し
た
項
目
と
し
て
設
け
た
の
は
、
孝
文
帝
代
四
九
六
年
に
姓
族
詳
定
を
行
い
門
閥
体
制
を
確
立

し
た
際
に
、
宗
室
元
氏
（
拓
践
氏
）
を
中
心
に
漢
族
四
姓
と
と
も
に
同
体
制
の
頂
点
を
形
成
す
る
胡
族
八
姓
を
指
定
し
た
こ
と
に

基
づ
い
て
い
る
。
（
胡
族
八
姓
は
『
魏
書
』
’
一
三
官
氏
志
に
よ
れ
ば
、
穆
・
陸
・
賀
・
劉
・
楼
・
子
・
穂
・
尉
の
八
氏
で
あ
る
。

『
資
治
通
鑑
』
一
四
○
斉
紀
明
帝
三
年
［
四
九
六
］
正
月
の
条
で
は
、
漢
族
四
姓
は
、
萢
陽
郡
慮
氏
・
清
河
郡
崔
氏
・
焚
陽
郡

鄭
氏
・
太
原
郡
王
氏
で
あ
る
。
）

胡
漢
両
族
の
分
類
項
目
中
、
胡
族
の
そ
の
他
に
は
、
『
魏
霄
』
’
’
三
官
氏
志
及
び
挑
氏
の
分
類
を
踏
ま
え
て
、
宗
室
元
氏
（
拓

敗
氏
）
を
除
く
宗
族
一
○
姓
（
帝
室
一
○
姓
）
、
外
戚
を
除
く
内
入
諸
姓
・
四
方
諸
姓
（
勲
臣
八
姓
を
含
む
）
、
さ
ら
に
東
胡
諸
姓
・

東
夷
諸
姓
・
旬
奴
諸
姓
・
高
車
諸
姓
・
西
完
諸
姓
・
氏
族
諸
姓
・
寶
族
姓
氏
・
掲
族
諸
姓
・
西
域
諸
姓
の
出
身
者
を
配
し
た
。

注
③
③
吉
岡
氏
研
究
に
よ
れ
ば
、
北
魏
宗
室
元
氏
（
拓
蹴
氏
）
（
拓
践
氏
）
が
北
魏
全
期
に
亘
っ
て
政
権
中
枢
部
の
構
成
員
全
体

の
三
○
ｊ
四
○
％
、
非
漢
族
中
の
四
○
～
六
○
％
を
占
め
、
か
な
り
高
い
数
値
を
占
め
て
い
る
。
但
し
尚
書
省
に
限
定
し
て
述
べ

て
は
い
な
い
。
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賀
蘭
・
独
孤
両
部
落
の
解
散
に
関
し
て
は
、
各
々
田
氏
の
手
に
な
る
、
②
「
賀
蘭
部
落
離
散
問
題
－
北
魏
”
離
散
部
落
“
筒
案

考
察
之
一
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
九
七
－
二
、
の
ち
『
拓
敵
史
探
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
二
○
○
三
年
所
収
）
並

び
に
③
「
独
孤
部
落
離
散
問
題
ｌ
北
魏
”
離
散
部
落
“
筒
案
考
察
之
二
」
（
『
慶
祝
鄙
広
銘
教
授
九
十
華
誕
文
集
』
河
北
教
育
出

版
社
一
九
九
七
年
、
の
ち
『
拓
賊
史
探
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
二
○
○
三
年
所
収
）
参
照
。

録
尚
書
事
は
、
正
式
の
官
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
録
尚
書
事
に
就
く
こ
と
を
任
官
と
言
う
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
他
の
官
に
就
職
す
る
も
の
と
比
較
す
る
都
合
上
、
「
任
官
」
と
言
う
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
表
は
録
尚
書
事
任
官
者
表
（
第
九
表
）
を
基
に
作
成
。

尚
、
録
尚
書
事
任
官
者
の
任
官
年
代
を
各
皇
帝
の
在
位
期
間
毎
に
分
類
し
た
場
合
、
任
官
年
代
が
確
定
で
き
な
く
て
も
、
そ
の
任

①
田
余
慶
「
北
魏
後
宮
子
貴
母
死
制
度
的
形
成
和
演
変
」
（
『
国
学
研
究
』
五
一
九
九
八
年
、
の
ち
『
拓
祓
史
探
』
生
活
・
読

書
・
新
知
三
聯
書
店
二
○
○
三
年
所
収
）
参
照
。

田
氏
は
、
道
武
帝
が
母
の
献
明
皇
后
賀
氏
の
出
身
部
落
賀
蘭
部
を
登
国
年
間
（
三
八
六
～
一
一
一
九
五
）
に
徐
々
に
解
散
し
た
と
み

て
い
る
。
ま
た
道
武
帝
は
劉
皇
后
の
出
身
部
落
独
孤
部
を
一
一
一
八
七
年
．
三
九
六
年
に
解
散
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、

道
武
帝
が
両
部
落
を
解
散
し
た
目
的
は
、
外
戚
が
国
政
に
容
曝
す
る
の
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
る
。
道
武
帝
は
、
拓
跣
嗣

（
の
ち
の
明
元
帝
）
を
皇
太
子
に
立
て
た
時
に
、
そ
の
母
独
孤
劉
羅
辰
の
妹
劉
貴
人
に
死
を
賜
っ
た
。
こ
れ
が
、
『
子
貴
母
死
』
制

度
の
始
ま
り
で
あ
る
。
劉
貴
人
に
死
を
賜
っ
た
の
は
、
婦
人
と
外
戚
が
政
治
に
関
与
し
素
乱
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た

と
す
る
。

及
び
東
魏
に
お
け
る
宗
室
元
氏

況
に
つ
い
て
触
れ
て
は
い
な
い
。

（
拓
践
氏
）
の
任
官
者
総
数
が
表
示
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
宗
室
元
氏
（
拓
蹴
氏
）
の
任
官
状
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李
氏
（
趙
郡
）
各
一
名
で
あ
る
。

第
七
表
は
、
尚
書
左
右
僕
射
任
官
者
表
（
第
一

第
八
表
は
、
尚
書
左
右
僕
射
任
官
者
実
数
表

胡
族
の
外
戚
は
、
爾
朱
氏
が
二
名
、
高
氏
畳

第
五
表
は
、
尚
書
令
任
官
者
表
（
第
一
○
表
）
を
基
に
作
成
。

尚
、
尚
書
令
任
官
者
の
任
官
年
代
を
各
皇
帝
の
在
位
期
間
毎
に
分
類
し
た
場
合
、
任
官
年
代
が
確
定
で
き
な
く
て
も
、
そ
の
任
官

年
代
を
北
魏
の
前
期
と
後
期
に
分
類
し
た
場
合
、
前
期
あ
る
い
は
後
期
に
分
類
で
き
る
も
の
も
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
前
期
は

胡
族
の
そ
の
他
の
叔
孫
隣
、
後
期
は
胡
族
の
宗
室
元
悌
（
広
平
王
）
で
あ
る
。

第
六
表
は
、
尚
書
令
任
官
者
実
数
表
（
第
五
表
）
を
基
に
作
成
。

胡
族
の
外
戚
は
、
高
氏
（
高
麗
）
、
干
氏
、
爾
朱
氏
が
各
一
名
で
あ
る
。
漢
族
の
外
戚
は
、
李
氏
（
頓
丘
郡
）
一
名
で
あ
る
。

胡
族
の
そ
の
他
は
、
叔
孫
氏
・
長
孫
氏
・
陸
氏
・
穆
氏
各
二
名
、
秘
氏
・
古
氏
・
源
氏
・
劉
氏
（
長
楽
郡
）
・
斜
斯
氏
各
一
名
で

あ
る
。
漢
族
の
そ
の
他
は
、
崔
氏
（
清
河
郡
）
・
韓
氏
・
王
氏
（
太
原
郡
）
・
王
氏
（
玻
珊
郡
）
・
赫
氏
・
高
氏
（
渤
海
郡
）
．

常
氏
一
名
で
あ
る
。

官
年
代
を
北
魏
の
前
期
と
後
期
に
分
類
し
た
場
合
、
前
期
あ
る
い
は
後
期
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
分
類
で
き
る
も
の
も
認
め
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
前
期
は
漢
族
の
外
戚
李
峻
一
名
、
後
期
は
胡
族
の
外
戚
爾
朱
彦
伯
一
名
で
あ
る
。

第
四
表
は
、
録
尚
書
事
任
官
者
実
数
表
（
第
三
表
）
を
基
に
作
成
。

胡
族
の
外
戚
は
、
爾
朱
氏
二
名
、
間
氏
一
名
で
あ
る
。
漢
族
の
外
戚
は
、
李
氏
（
梁
郡
）
一
名
で
あ
る
。

胡
族
の
そ
の
他
は
、
虜
氏
・
尉
氏
・
和
氏
・
伊
氏
・
睦
氏
・
劉
氏
・
乙
氏
・
穆
氏
・
長
孫
氏
各
一
名
で
あ
る
。
漢
族
の
そ
の
他
は
、

）
各
一
名
で
あ
る
。

尚
書
左
右
僕
射
任
官
者
表
（
第
一
一
表
）
を
基
に
作
成
。

尚
書
左
右
僕
射
任
官
者
実
数
表
（
第
七
表
）
を
基
に
作
成
。

は
、
爾
朱
氏
が
二
名
、
高
氏
（
高
麗
）
・
干
氏
が
各
一
名
で
あ
る
。
漢
族
の
外
戚
は
、
李
氏
（
髄
西
郡
）
が
三
名
、

239



倒
胡
族
の
そ
の
他
は
、
源
氏
が
三
名
、
屈
氏
・
穆
氏
が
各
二
名
、
劉
氏
（
代
郡
）
・
奨
氏
・
和
氏
・
慕
容
氏
・
陳
氏
・
楼
氏
・
陸
氏
．

張
氏
（
安
定
郡
）

李
氏
（
頓
丘
郡
）
・
崔
氏
（
清
河
郡
）
が
各
二
名
で
あ
る
。

長
孫
氏
・
安
氏
・
朱
氏
が
各
一
名
で
あ
る
。
漢
族
の
そ
の
他
は
、
郭
氏
・
楊
氏
が
各
二
名
、
韓
氏
・
李
氏
（
中
山
郡
）

録
尚
書
事
任
官
者
表
（
第
九
表
）
（
三
○
名
）

満
氏
・
皇
甫
氏
・
諭
氏
・
鄭
氏
・
司
馬
氏
・
任
氏
・
辛
氏
・
高
氏
（
徐
氏
）
が
各
一
名
で
あ
る
。

〆、
こ」

厨

趙
氏

－２４０－

文
成
帝
代
七

文
成
帝
代
六

文
成
帝
代
五

文
成
帝
代
四

文
成
帝
代
三

太
武
帝
代
二

太
武
帝
代
一

明
元
帝
代

道
武
帝
代

年
代

尉
巻

閻
毘

伊
祓

劉
尼
（
独
孤
尼
）

元
露
楽
（
長
楽
王
）

元
晃
（
景
穆
帝
）

慮
魯
元

な
し

な
し

任
官
者

四
五
七
～
四
六
三

四
五
七
～
四
六
一

四
五
七
～
四
五
九

四
五
三
～
四
六
五

四
五
三
～
四
五
三

四
三
二
～
四
三
九

四
三
○
～
四
四
二

任
期

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

昌
黎
郡
徒
何
県

本
貫

胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡

胡
漢
の
別

そ
の
他

外
戚

そ
の
他

そ
の
他

宗
室

宗
室

そ
の
他

そ￣
の肇

雛

Ｗ
二
六
・
Ｂ
二
○

Ｗ
八
三
上
．
Ｂ
八
○

Ｗ
四
四
・
Ｂ
二
五

Ｂ
二
魏
本
紀
二

和
平
六
年
五
月

Ｗ
一
四
・
Ｂ
一
五

Ｗ
四
景
穆
帝
本
紀

Ｗ
三
四
・
Ｂ
二
五

典
拠



孝
荘
帝
代
二
二
Ｉ 卜
三
一

｜
宜
武
帝
代
一
七

！ ｜
孝
文
帝
代
後
期
一
四

Ｉ
■
■

｜
…

Ｉ
１
１

■

＃
九

｜
文
成
帝
代
八
Ｉ

元
天
穆
（
上
党
王
）

｜
爾
朱
栄
Ｉ ｜元詳（北海王）’
｜
元
總
（
彰
城
王
）

●
‐
‐
－
－

｜
穆
亮

一
李
峻

常
英

『
１
１
１
‐

｜
和
其
奴

’

’五一一八～五一一一○’
’五一一八～五一一一○一
ｌ
「
‐

…

五
○
一
～
五
○
四

五
○
○
～
五
○
一
一
一

両
空
宴

’？～四六七年以前離任
Ｉ
１
口

１ …

｜
河
南
郡
恩
賜
）

秀
容
郡
－
１

河
南
郡
（
洛
陽
）

｜河南郡（洛陽）’
｜河南郡（洛陽）｜

－
‐
‐
－
‐
１
．

頓
丘
郡

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

遼
西
郡

代
（
平
城
）
’

胡 |胡 胡

|志
胡

|漢
漢’ 胡｜

一宗室
｜
外
戚

●
－
－
‐

宗
室

宗
室

■
Ｉ
■

宗
室
一

｜
外
戚
一

Ｉ
１
１

■
Ｉ
－

｜
そ
の
他

｜
そ
の
他

Ｗ
七
四
・
Ｂ
四
八

－２４１－

孝
荘
帝
代
二
二

孝
荘
帝
代
二
一

孝
明
帝
代
二
○

孝
明
帝
代
一
九

宣
武
帝
代
一
八

宜
武
帝
代
一
七

孝
文
帝
代
後
期
一
六

孝
文
帝
代
後
期
一
五

孝
文
帝
代
後
期
一
四

前
期
年
代
不
明
一
三

孝
文
帝
代
前
期
一
二

献
文
帝
代
一
一

文
成
帝
代
一
○

文
成
帝
代
九

文
成
帝
代
八

元
天
穆
（
上
党
王
）

爾
朱
栄

元
継
（
京
兆
王
）

元
雍
（
高
陽
王
）

元
詳
（
北
海
王
）

元
總
（
彰
城
王
）

元
幹
（
趙
郡
王
）

元
王
（
東
海
王
）

穆
亮

李
峻

元
羽
（
広
陵
王
）

乙
揮

陸

麗

常
英

和
其
奴

五
二
八
～
五
三
○

五
二
八
～
五
三
○

五
二
四
～
五
二
五

五
一
七
～
五
二
○

五
○
一
～
五
○
四

五
○
○
～
五
○
三

四
九
四
以
後
任
官
。

四
九
九
転
任
。

四
九
四
～
四
九
五

四
九
三
～
四
九
五

？
～
四
六
七
年
以
前
離
任

四
八
五
以
前
任
官
。

四
九
三
以
前
転
任
。

四
六
五
～
四
六
五

四
五
七
～
？

四
五
七
～
？

四
五
七
～
四
六
五

河
南
郡
（
洛
陽
）

秀
容
郡

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

頓
丘
郡

代
（
平
城
）

不
明

代
（
平
城
）

遼
西
郡

代
（
平
城
）

胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡 漢 胡 胡 胡 漢 胡

宗
室

外
戚

宗
室

宗
室

宗
室

宗
室

宗
室

宗
室

そ
の
他

外
戚

宗
室

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

Ｗ
七
四
・
Ｂ
四
八

Ｗ
七
四
・
Ｂ
四
八

ｗ
一
六
・
Ｂ
一
六

Ｗ
九
粛
宗
紀
煕
平
二

年
。
Ｂ
一
九

Ｗ
一
二
上
．
Ｂ
一
九

Ｗ
一
二
下
．
Ｂ
一
九

Ｊ
ｓ
四
図
版
一
六

｜
の
二
「
元
煥
墓
誌
」

Ｗ
一
四
・
Ｂ
一
五

Ｗ
二
七
・
Ｂ
二
○

「
李
雲
墓
誌
拓
片
」

Ｗ
二
一
上
．
Ｂ
一
九

ｗ
六
頭
祖
紀
和
平
六
年
五
月

Ｗ
四
四
伊
祓
伝
．
Ｂ

二
五
同
伝

Ｗ
八
三
上
．
Ｂ
八
○

Ｗ
四
四
・
Ｂ
二
五



＊
ｗ
Ⅱ
『
魏
書
』
、
Ｂ
Ⅱ
『
北
史
』
、
Ｊ
ｓ
Ⅱ
『
漠
魏
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』

＊
「
李
雲
墓
誌
拓
片
」
Ⅱ
『
考
古
』
一
九
六
四
’
九
「
河
南
濃
陽
北
斉
李
雲
墓
出
土
的
菱
器
和
墓
誌
」
所
載

＊
「
爾
朱
敵
墓
誌
」
Ⅱ
『
中
原
文
物
』
一
九
九
八
－
四
「
武
周
爾
朱
果
及
夫
人
童
氏
墓
誌
考
釈
」
所
載

＊
「
（
元
良
）
墓
誌
銘
文
拓
片
」
Ⅱ
『
考
古
』
一
九
九
七
－
三
「
河
北
磁
州
北
斉
元
良
墓
」
所
載

＊
「
和
紹
隆
夫
人
元
華
墓
誌
銘
」
・
「
和
紹
隆
夫
人
元
華
墓
誌
文
」
Ⅱ
『
中
原
文
物
』
一
九
八
七
’
一
「
安
陽
北
斉
和
紹
隆
夫
婦
合
葬
墓
情
理
簡
報
」
所

載

一
長
孫
稚

一
爾
朱
彦
伯

元謹（城陽王）｜
Ｉ
１
１
ｌ
「
Ｉ

｜元粛（魯郡王）’

、
Ｊ

Ｆ
Ｌ

｜
秀
容
郡－－－‐－‐‐‐’

｜
河
南
郡
（
洛
陽
）

'胡

lil

外
戚

そ
の
他

242

全
期
年
代
不
明
三
○

全
期
年
代
不
明
二
九

後
期
年
代
不
明
二
八

孝
武
帝
代
二
七

後
廃
帝
代

前
廃
帝
代
二
六

元
曄
代
二
五

孝
荘
帝
代
二
四

孝
荘
帝
代
二
三

元
歩
大
回

元
祐

爾
朱
彦
伯

元
謹
（
城
陽
王
）

な
し

長
孫
稚

元
粛
（
魯
郡
王
）

元
徽
（
城
陽
王
）

元
或
（
臨
准
王
）

不
明

？
～
五
一
九
年
以

前
離
任

？
～
五
一
一
三
年
以
前
離
任

五
三
三
～
五
三
四

五
三
一
～
五
三
二

不
明

五
二
九
～
五
三
○

五
二
八
以
後
任
官
。

五
三
○
以
前
転
任
。

代
（
平
城
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

代
（
平
城
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

秀
容
郡

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡

宗
室

宗
室

外
戚

宗
室

そ
の
他

宗
室

宗
室

宗
室

｜
和
紹
隆
夫
ム
エ
讓
護
螺
璽
・

「
和
紹
隆
夫
人
元
華
蕊
購
さ

「
（
元
良
）
墓
誌
銘
文

拓
片
」

「
爾
朱
敵
墓
誌
」

Ｗ
二
一
上
．
Ｂ
’
九

Ｗ
二
五
・
Ｂ
二
二

Ｗ
一
九
下

ｗ
一
九
下
．
Ｂ
一
八

Ｗ
一
八
・
Ｂ
一
六



Ｉ
尚
書
令
任
官
者
表
（
第
一
○
表
）
（
四
○
名
）

な
し
Ｉ
１
１

元
儀
（
衛
王
）
ｌ
｜
に
、
伏
川
に
席
陞
し
｜
胱
扁
広
幽
１
１
」
陶
側
ｌ
ｌ
ｌ
Ｆ
原
障
ト
ー
ー
ーLlnll 一潅叫雛一
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孝
文
帝
代
前
期
一
一

孝
文
帝
代
前
期
一
○

献
文
帝
代
九

文
成
帝
代
八

文
成
帝
代
七

文
成
帝
代
六

太
武
帝
代
五

太
武
帝
代
四

明
元
帝
代

道
武
帝
代
三

道
武
帝
代
二

道
武
帝
代
一

年
代

王
叡

王
叡

元
王
（
東
海
王
）

千
洛
抜

韓
茂

長
孫
渇
侯

古
弼

劉
潔

な
し

穂
根

崔
暹

元
儀
（
衛
王
）

任
官
者

四
八
一
～
四
九
三

年
以
前
離
任
。

四
八
○
～
四
八
一

四
六
六
～
？

？
～
四
五
八

四
五
二
～
四
五
六

四
五
二
～
四
五
二

四
四
四
～
四
五
二

四
二
三
以
前
任
官
。

四
四
四
年
離
任
。

不
明

三
九
七
～
三
九
七

三
九
六
～
三
九
七

任
期

太
原
郡

太
原
郡

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

安
定
郡

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

長
楽
郡

代
（
平
城
）

清
河
郡

代
（
平
城
）

本
貫

漢 漢 胡 胡 漢 胡 胡 漢 胡 漢 胡

胡
漢
の
別

そ
の
他

そ
の
他

宗
室

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

宗
室 そ￣

の豊

雛

Ｗ
九
三
・
Ｂ
九
二

Ｗ
九
三
・
Ｂ
九
二

Ｗ
一
四
・
Ｂ
一
五

Ｗ
三
一
・
Ｂ
二
三

Ｗ
五
一
・
Ｂ
三
七

Ｗ
五
高
宗
紀
興
安
元

年
．
Ｂ
二
魏
本
紀
二

Ｗ
二
八
・
Ｂ
二
五

Ｗ
二
八
・
Ｂ
二
五

Ｗ
三
四
・
Ｂ
二
五

Ｗ
三
二
・
Ｂ
二
四

Ｗ
’
五
・
Ｂ
一
五

典
拠



｜「孝明帝代一一一一
Ｉ
Ｉ

孝
文
帝
代
後
期
一
六

一千忠

Ｉ

【 ●
●

Ｉ

河
南
郡
（
洛
陽
）

…

胡 |胡
’ ｜戸｜

そ
の
他 －
１
‐
！

｜
そ
の
他
－
１ 「
隠
ゆ
他
一

－２４４－

孝
明
帝
代
二
二

孝
明
帝
代
二
一

宣
武
帝
代
二
○

宣
武
帝
代
一
九

宣
武
帝
代
一
八

宣
武
帝
代
一
七

孝
文
帝
代
後
期
一
六

孝
文
帝
代
後
期
一
五

孝
文
帝
代
後
期
一
四

前
期
年
代
不
明
一
三

孝
文
帝
代
前
期
一
二

干
忠

元
澄
（
任
城
王
）

高
肇

元
嘉
（
広
陽
王
）

穆
亮

王
粛

陸
叡

源
懐

元
澄
（
任
城
王
）

叔
孫
隣

尉
元

五
一
五
～
五
一
五

五
一
五
～
五
一
五

（
二
回
目
）

五
○
一
～
五
一
二

四
九
九
以
後
任
官

～
五
○
七

四
九
九
以
後
任
官

～
五
○
一

四
九
九
～
五
○
○

四
九
二
～
四
九
六

四
九
一
～
四
九
二
か

ら
四
九
四
の
間
離
任
。

四
九
一
一
年
よ
り
前
任

官
～
四
九
三
二
回
目
）

不
明

四
八
○
以
後
任
官

～
四
八
九

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

高
麗
（
自
称
）

渤
海
郡

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

玻
珊
郡

河
南
郡
（
洛
陽
）

西
平
郡

河
南
郡
（
洛
陽
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

胡 胡 胡 胡 胡 漢 胡 胡 胡 胡 胡

そ
の
他

宗
室

外
戚

宗
室

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

宗
室

そ
の
他

そ
の
他

Ｗ
三
一
・
Ｂ
二
三

ｗ
一
九
中
。
Ｂ
一
八

Ｗ
八
三
下
．
Ｂ
八
○

Ｗ
一
八
・
Ｂ
一
六

Ｗ
二
七
・
Ｂ
二
○

Ｗ
六
三
・
Ｂ
四
二

Ｗ
四
○
・
Ｂ
二
八

Ｗ
’
四
一
・
Ｂ
二
八

Ｗ
一
九
町
中
．
Ｂ
一
八

Ｗ
二
九
・
Ｂ
二
○

Ｗ
五
○
・
Ｂ
二
五



に
。

■

｜
孝
明
帝
代
一
一
四
一

｜
…

臣し睦罎、レーーーー‐‐ｌ’
ｒ

元
延
明
（
安
豊
王
豈

｜
穆
紹

」
匹
喫
１
１
１

「
五
三
～
？
’
。

一
に

五
二
五
～
五
二
五
Ｉ

■
Ｉ

｜河南郡（洛陽）’
’
し
「
’
’
’

’
１
口

河
南
郡
（
洛
陽
）

－
。 【

｜
河
南
郡
（
洛
陽
）
｜

綱’

１
１ ｜

,’ JiIl
胡 |胡

｜
鬘
’

｜‐‐‐‐‐‐－－’
１

Ｆ
－ｌ

そ
の
他
Ｉ

｜
宗
室
Ｉ

－２４５－

孝
武
帝
代
三
三

後
廃
帝
代

前
廃
帝
代

元
曄
代
三
二

孝
荘
帝
代
三
一

孝
荘
帝
代
三
○

孝
荘
帝
代
二
九

孝
荘
帝
代
二
八

孝
明
帝
代
二
七

孝
明
帝
代
二
六

孝
明
帝
代
二
五

孝
明
帝
代
二
四

孝
明
帝
代
二
三

元
羅
（
江
陽
王
）

な
し

な
し

爾
朱
世
隆

元
延
明

薑
王
一〆

元
或
（
臨
准
王
）

穆
紹

元
子
正
（
始
平
王
）

元
徽
（
城
陽
王
）

元
略
（
東
平
王
）

唐
耀

元
叉

李
崇

五
三
二
～
？

五
三
○
～
五
三
一

？
～
五
二
九

五
二
八
以
後
任
官
。

五
三
○
以
後
離
任
。

五
二
八
～
五
二
九

五
二
八
～
五
二
八

五
二
六
以
後
任
官

～
五
二
八

五
二
六
以
後
任
官

～
五
二
八

五
二
五
年
以
後
任
官
。

五
二
八
年
以
前
離
任

五
二
五
～
五
二
五

五
一
六
よ
り
後
任

官
～
五
二
五

河
南
郡
（
洛
陽
）

秀
容
郡

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

魯
郡

河
南
郡
（
洛
陽
）

頓
丘
郡

胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡 漢 胡 漢

宗
室

外
戚

宗
室

宗
室

そ
の
他

宗
室

宗
室

宗
室

そ
の
他

宗
室

外
戚

Ｗ
一
六
・
Ｂ
一
六

Ｗ
七
四
・
Ｂ
四
八

Ｗ
二
○
・
Ｂ
一
九

Ｗ
一
八
・
Ｂ
一
六

Ｗ
二
七
・
Ｂ
二
○

Ｗ
二
一
下

Ｗ
一
九
下
．
Ｂ
一
八

Ｗ
’
九
下
．
Ｂ
一
八

「
唐
耀
墓
誌
」

Ｗ
一
六
・
Ｂ
一
六

Ｗ
六
六
・
Ｂ
四
三



＊＊

「
唐
耀
墓
誌
」
“

「
高
堪
墓
誌
銘
」

「
和
紹
隆
墓
誌
」

尚
書
左
右
僕
射
任
官
者
表
（
第
一
一
表
）
（
七
四
名
）

『
芒
洛
塚
墓
遺
文
』
所
載

Ⅲ
『
古
誌
石
華
』
三
所
載

Ⅲ
『
中
原
文
物
』
一
九
八
七
’
一
「
安
陽
北
斉
和
紹
隆
夫
婦
合
葬
墓
情
理
簡
報
」
所
載

「、

ヒヨ

【
陸
儒

一九Ｆ旧ｌｌｌｌｌ」

｜
Ｉ

「
澗
都
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
王
明
一
そ
の
他
ｌ
’

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

【’
胡 胡

宗
室

そ
の
他

宗
室

246

明
元
帝
代

道
武
帝
代
一

年
代

な
し

元
遵
（
常
山
王
）

任
官
者

三
九
七
～
三
九
八
差
）

任
期

代
（
平
城
）

本
貫

胡

胡
漢
の
別

宗
室 そ￣

の臺

雛

Ｗ
一
五
・
Ｂ
一
五

典
拠

全
期
年
代
不
明
四
○

全
期
年
代
不
明
三
九

全
期
年
代
不
明
三
八

全
期
年
代
不
明
三
七

全
期
年
代
不
明
三
六

後
期
年
代
不
明
三
五

孝
武
帝
代
三
四

和
某

叔
孫
石
洛
侯

高
堪

陸
儒

元
石

元
悌
（
広
平
王
）

元
宝
矩
（
南
陽
王
、

の
ち
西
魏
文
帝
）

不
明

不
明

？
～
五
三
八
以
前
離
任

不
明

不
明

五
○
五
年
以
後
任
官
。

五
二
八
年
以
前
離
任
。

五
三
二
～
？

清
都

河
南
郡
（
洛
陽
）

渤
海
郡

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

不
明 胡 漢 胡 胡 胡 胡

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

宗
室

宗
室

宗
室

「
和
紹
隆
墓
誌
」

Ｊ
ｓ
四
図
版
一
九
四

の
二
「
叔
孫
固
墓
誌
」

「
高
堪
墓
誌
銘
」

ｗ
四
○
・
Ｂ
一
五

Ｗ
一
四
・
Ｂ
一
五

Ｊ
ｓ
四
図
版
一
六
一

の
二
「
元
悌
墓
誌
」

Ｗ
二
出
帝
紀
．
Ｂ

五
魏
本
紀
五



蘓
笙

１
１
１

元
忠
一

一
陳
建

．
‐
‐
‐
‐
‐
‐
．
’
１
．
．

｜
慕
容
白
曜

元目辰（宜都王）’

韓
茂

李
蓋
Ｉ

｜
安
原
－
１

｜
ｌ
「

｜
代
（
平
城
）
’

；
。

昌
黎
郡
－
１

…
。

ｌ

安
定
郡

中
山
郡
－
１

ｌ遼
東
郡
－

胡

…■【 lil
漢 |漢

|＿
胡

雨
。

一
そ
の
他
一

ｌ｜
そ
の
他
一

一
そ
の
他
一

そ
の
他
－
１ 『
祠
室
－

そ
の
他
一

田

－２４７－

孝
文
帝
代
前
期
一
五

孝
文
帝
代
前
期
一
四

孝
文
帝
代
前
期
一
三

孝
文
帝
代
前
期
一
二

孝
文
帝
代
前
期
二

献
文
帝
代
一
○

文
成
帝
代
九

文
成
帝
代
八

文
成
帝
代
七

太
武
帝
代
六

太
武
帝
代
五

太
武
帝
代
四

太
武
帝
代
三

太
武
帝
代
二

穆
亮

張
祐

元
忠

趙
黒
（
趙
黙
）

陳
建

慕
容
白
曜

劉
尼

和
其
奴 目

辰

元

嘉
王
～＝

韓
茂

屈
道
賜

李
蓋

安
原

屈
垣
（
屈
恒
）

四
八
五
～
四
八
八
（
迄

四
七
九
～
四
八
六

（
左
右
不
明
）

？
～
四
八
○
差
右
不
盟

四四

八七

鑿
左

・盲

四
七
一
～
四
七
九
若
）

四
六
五
～
四
六
九
二
己

四
五
三
～
四
六
四

以
前
離
任
。
（
左
）

四四

六五
壬ゼー

鱸
差

四
五
一
一
～
四
七
六
（
左
）

四
五
一
～
四
五
二
（
左
〉

四
四
六
～
四
四
六
（
迄

四

九

：
？
●

四
一
五
～
四
三
五
定
）

四
二
三
～
四
三
六

以
後
離
任
（
右
）

代
（
平
城
）

安
定
郡

代
（
平
城
）

酒
泉
郡

代
（
平
城
）

昌
黎
郡

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

安
定
郡

昌
黎
郡

中
山
郡

遼
東
郡

昌
黎
郡

胡 漢 胡 漢 胡 胡 胡 胡 胡 漢 胡 漢 胡 胡

そ
の
他

そ
の
他

宗
室

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

宗
室

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

Ｗ
二
七
・
Ｂ
二
○

Ｗ
九
四
・
Ｂ
九
二

ｗ
’
五
・
Ｚ
三
八
・
Ｂ
’
五

Ｗ
九
四
・
Ｂ
九
二

Ｗ
三
四
・
Ｂ
二
五

Ｗ
五
○
・
Ｂ
二
五

Ｗ
三
○
・
Ｂ
二
八

Ｗ
四
四
ｑ
Ｂ
二
五

Ｗ
一
四
・
Ｂ
一
五

Ｗ
五
一
・
Ｂ
三
六

Ｗ
三
三
・
Ｂ
二
七

Ｗ
八
三
上
．
Ｂ
八
○

Ｗ
三
○
・
Ｂ
二
○

Ｗ
一
・
Ｂ
二
七



前
期
年
代
不
明

な
し

「
Ｉ
ｌ
‐
Ｉ
’

■
Ｉ

’１‐１１１‐‐列

－２４８－

孝
文
帝
代
後
期
二
四

孝
文
帝
代
後
期
二
三

孝
文
帝
代
後
期
二
二

孝
文
帝
代
後
期
二
一

孝
文
帝
代
後
期
二
○

孝
文
帝
代
後
期
一
九

前
期
年
代
不
明

孝
文
帝
代
前
期
一
八

孝
文
帝
代
前
期
一
七

孝
文
帝
代
前
期
一
六

李
沖

李
沖

元
澄
（
任
城
王
）

元
澄
（
任
城
王
）

元
賛

穆
泰

な
し

楼
毅

陸
叡

元
羽
（
広
陵
王
）

四
九
五
～
四
九
六
（
左

右
不
明
三
二
回
目
）

四
九
四
～
四
九
五

（
左
）
二
回
目
）

四
九
三
～
四
九
四

（
右
）
（
二
回
目
）

四
九
三
～
四
九
四

（
左
）
（
一
回
目
）

四
九
一
一
菫
た
は
四
九
四
任
官
。

四
九
四
以
後
在
官
時
死
去

四
九
一
一
以
後
任
官
。
四

九
四
以
前
離
任
。
（
左
）

四
八
七
以
前
任
官
。
四

九
一
一
以
前
離
任
。
（
左
）

四
八
七
以
後
任
官
。
四

九
一
一
以
前
離
任
。
（
左
）

四四

九八

霧
任任・實
左

朧
西
郡

朧
西
郡

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

代
（
平
城
）

漢 漢 胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡

外
戚

外
戚

宗
室

宗
室

宗
室

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

宗
室

Ｗ
五
三
・
Ｂ
一
○
○

Ｗ
五
三
・
Ｂ
一
○
○

Ｗ
一
九
中
．
Ｂ
一
八

Ｗ
一
九
．
中
．
Ｂ
一
八

Ｂ
一
五

Ｗ
二
七
・
Ｂ
二
○

Ｗ
三
○

Ｗ
四
○
・
Ｂ
二
八

Ｗ
二
一
上
．
Ｂ
一
九



宣
武
帝
代
三
五
一

Ｉ
１

宣
武
帝
代
一
一
一
一
一

元
珍
－
１ ｜元詮（安楽王）

源
懐

五
一
一
一
～
五
一
三
差
）
Ｉ

’五○八～五一一一差）’

五
○
｜
～
五
○
三
左
）

Ｉ
１
１

｜
河
南
郡
（
洛
陽
）

ｌ

河
南
郡
（
洛
陽
）

｜
西
平
郡
－

胡 胡’ |胡

|＿一
宗
室
一

．
１
１
．

■｜
宗
室

｜宗室‐
‐
－
．

宗
室
。

そ
の
他

宗
室

一
宗
室

【
－２４９－

宣
武
帝
代
三
六

宣
武
帝
代
三
五

宣
武
帝
代
三
四

宣
武
帝
代
三
三

宣
武
帝
代
三
二

宣
武
帝
代
三
一

宣
武
帝
代
三
○

宣
武
帝
代
二
九

宣
武
帝
代
二
八

孝
文
帝
代
後
期
二
七

孝
文
帝
代
後
期
二
六

孝
文
帝
代
後
期
二
五

郭
詐

元
珍 郭

詐

元
英
（
中
山
王
）

元
詮
（
安
楽
王
）

元
鰯

高
肇

源
懐

元
檸
（
清
河
王
）

元
嘉

元
詳
（
北
海
王
）

元
澄
（
任
城
王
）

五
一
五
～
五
一
五

（
左
）
（
二
回
目
）

五
三
～
五
一
三
差
）

五
一
○
以
後
任
官
。
五
一

五
離
任
。
（
右
）
二
回
目
）

五
○
九
～
五
二
一
差
）

五
○
八
～
五
一
二
差
）

五
○
七
以
後
任
官
。

離
任
時
期
不
明
（
左
）

五
○
二
任
官
。

五
○
六
以
後
離
任
。

五
○
｜
～
五
○
三
左
）

二二四

謹
差灌
右富

頭注

四
九
九
～
五
○
三
左
）

四
九
八
以
後
任
官
。

四
九
九
離
任
（
左
）

四
九
七
～
五
○
○

（
右
）
（
三
回
目
）

太
原
郡

河
南
郡
（
洛
陽
）

太
原
郡

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

高
麗
（
自
称
）

渤
海
郡

西
平
郡

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

河
南
郡
（
洛
陽
）

漢 胡 漢 胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡 胡

そ
の
他

宗
室

そ
の
他

宗
室

宗
室

宗
室

外
戚

そ
の
他

宗
室

宗
室 宗

室

宗
室

Ｗ
六
四
・
Ｂ
四
三

Ｗ
’
四
・
Ｂ
一
五

Ｗ
六
四
・
Ｂ
四
三

Ｗ
一
九
下
．
Ｂ
一
八

Ｗ
二
○
・
Ｂ
一
九

Ｗ
一
九
上
．
Ｂ
一
七

Ｗ
八
三
下
．
Ｂ
八
○

Ｗ
四
一
・
Ｂ
二
八

Ｗ
二
二
・
Ｂ
一
九

ｗ
一
八
・
Ｂ
一
六

Ｗ
一
九
’
中
．
Ｂ
一
八

Ｗ
一
九
中
．
Ｂ
一
八



一
‐
孝
明
帝
代
四
四

１ 孝
明
帝
代
一
一
一
七
一

繭
宝
貧

１
１
１

皇
甫
度
一

｜
瀞
肇

－
－
－
．

一千忠

｜
元
琿

■

？
～
五
一
一
○
（
右
）

一
五
一
七
～
五
一
八
一

’五一五～互八達）’雨
圏
郡
重
星
菫
一

１
１
■

厚
勵
ｌ
’

｜河南郡（洛陽）

河
南
郡
（
洛
陽
）

漢

「
胡

|"一
そ
の
他

惠
冠

１
１

｜
外
戚
「
’
’
１ ｜宗室
Ｉ

｜
ｗ
五
五
・
Ｂ
三
四

．
ｌ
‐
‐
雪

－２５０－

孝
明
帝
代
四
八

孝
明
帝
代
四
七

孝
明
帝
代
四
六

孝
明
帝
代
四
五

孝
明
帝
代
四
四

孝
明
帝
代
四
三

孝
明
帝
代
四
二

孝
明
帝
代
四
一

孝
明
帝
代
四
○

孝
明
帝
代
三
九

孝
明
帝
代
三
八

孝
明
帝
代
三
七

元
延
明

意
王
～〆

繭
宝
貧

崔
亮

皇
甫
度

瀞
肇 崔
亮

干
忠

元
欽

元
欽

李
崇

李
平

元
琿

五
二
一
以
後
任
官
。

五
二
五
離
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A study on ShangshushengrlU.~

- concerning high ranking positions: Lushangshushi~fAj1PJ,

fAj.f1Shangshuling, flrjfJlr:ti~MShangshuzuoyoupushe-

The reign under the Emperor of Xiaowen ~)(*,in the latter part

of the 5th century was the turnig point in the history of Beiwei[l;

•. The original systems of Xianbei ~. in its central government

were abolished at that time, and otherwise only the main agencies

originated in ancient China still remained after then,including Shang

shushengflrjif~ of which the Emperor attached great importance.

Until now, most of the studies on that central government have

been made trough the analyses of native ethnic nations of its con

stituent members in all.without separating each agency,

In this article I especially analysed native ethnic nations of the per

sons nominated as high offials in ShangshushengMHI11i, separating

from other central authorities.In consequence, superiority of Xianbei

~. to Han?iethnic nation in number was made clear in its high

ranking members, particularly the members of the imperial familly

Yuan rt occupied the most of high positions through the age of

Beiwei.In its latter part after the reform, when the number of whole

appointed persons increased,it holds true.
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